
の
数
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録
及
び
当
該
直
近
下
位
機
関
に
対
す
る
同
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
通
知

３

前
項
の
規
定
は
、
同
項
第
二
号
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
を
受
け
た
口
座
管
理
機
関
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
振
替
手
続
）

第
二
百
二
十
三
条

特
定
の
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
、
振
替

（
新
設
）

の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
振
替
機
関
等
は
、
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
申
請
に
お
い
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
と
こ
ろ

に
従
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
減
少
若
し
く
は
増
加
の
記
載
若

し
く
は
記
録
又
は
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
は
、
振
替
に
よ
り
そ
の
口
座
（
顧
客
口
座
を
除
く
。
）
に
お
い

て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
加
入
者
が
、
そ
の
直
近
上
位
機
関
に
対
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
を
す
る
加
入
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
人
」
と
い

う
。
）
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

当
該
振
替
に
お
い
て
減
少
及
び
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
振

替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
銘
柄
及
び
数

二

当
該
申
請
人
の
口
座
に
お
い
て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
の
が
保

有
欄
か
、
又
は
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

、
若
し
く
は
記
録
す
る
欄
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
質
権
欄
」
と
い
う
。

－２０１－



）
か
の
別

三

増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
口
座
（
顧
客
口
座
を
除
く
。
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
「
振
替
先
口
座
」
と
い
う
。
）

四

振
替
先
口
座
（
機
関
口
座
を
除
く
。
）
に
お
い
て
増
加
の
記
載
又
は
記
録

が
さ
れ
る
の
が
保
有
欄
か
、
又
は
質
権
欄
か
の
別

４

第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
請
を
受
け
た
振
替
機
関
等
は

、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
口
座
の
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
欄
に
お
け
る
同

項
第
一
号
の
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
振
替
数
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
当
該
振
替
に
係
る
共
通
直
近
上
位
機
関
で
な
い
場
合

に
は
、
直
近
上
位
機
関
に
対
す
る
前
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規

定
に
よ
り
示
さ
れ
た
事
項
の
通
知

三

当
該
振
替
機
関
等
が
当
該
振
替
に
係
る
共
通
直
近
上
位
機
関
で
あ
り
、
か

つ
、
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
振
替
先
口
座

の
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
欄
（
機
関
口
座
に
あ
っ
て
は
、
第

二
百
二
十
一
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る

欄
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
振
替
先
欄
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
振
替
数

に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

四

当
該
振
替
機
関
等
が
当
該
振
替
に
係
る
共
通
直
近
上
位
機
関
で
あ
り
、
か

つ
、
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
直
近
下
位
機

関
で
あ
っ
て
当
該
振
替
先
口
座
の
加
入
者
の
上
位
機
関
で
あ
る
も
の
の
口
座

の
顧
客
口
座
に
お
け
る
振
替
数
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録
並
び
に

－２０２－



当
該
直
近
下
位
機
関
に
対
す
る
前
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定

に
よ
り
示
さ
れ
た
事
項
の
通
知

５

前
項
第
二
号
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関

等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
通
知
を
し
た
口
座
管
理
機
関
の
口
座
の
顧
客
口
座
に
お
け
る
振
替
数

に
つ
い
て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
当
該
振
替
に
係
る
共
通
直
近
上
位
機
関
で
な
い
場
合

に
は
、
直
近
上
位
機
関
に
対
す
る
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け

た
事
項
の
通
知

三

当
該
振
替
機
関
等
が
当
該
振
替
に
係
る
共
通
直
近
上
位
機
関
で
あ
り
、
か

つ
、
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
振
替
先
口
座

の
振
替
先
欄
に
お
け
る
振
替
数
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

四

当
該
振
替
機
関
等
が
当
該
振
替
に
係
る
共
通
直
近
上
位
機
関
で
あ
り
、
か

つ
、
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
直
近
下
位
機

関
で
あ
っ
て
当
該
振
替
先
口
座
の
加
入
者
の
上
位
機
関
で
あ
る
も
の
の
口
座

の
顧
客
口
座
に
お
け
る
振
替
数
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録
及
び
当

該
直
近
下
位
機
関
に
対
す
る
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
事

項
の
通
知

６

前
項
の
規
定
は
、
同
項
第
二
号
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
等
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

７

第
四
項
第
四
号
又
は
第
五
項
第
四
号
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通

－２０３－



知
を
受
け
た
口
座
管
理
機
関
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
口
座
管
理
機
関
が
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

、
当
該
振
替
先
口
座
の
振
替
先
欄
に
お
け
る
振
替
数
に
つ
い
て
の
増
加
の
記

載
又
は
記
録

二

当
該
口
座
管
理
機
関
が
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は

、
そ
の
直
近
下
位
機
関
で
あ
っ
て
当
該
振
替
先
口
座
の
加
入
者
の
上
位
機
関

で
あ
る
も
の
の
口
座
の
顧
客
口
座
に
お
け
る
振
替
数
に
つ
い
て
の
増
加
の
記

載
又
は
記
録
及
び
当
該
直
近
下
位
機
関
に
対
す
る
第
四
項
第
四
号
又
は
第
五

項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
事
項
の
通
知

８

前
項
の
規
定
は
、
同
項
第
二
号
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
を
受
け
た
口
座
管
理
機
関
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
抹
消
手
続
）

第
二
百
二
十
四
条

特
定
の
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
、
抹
消

（
新
設
）

の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
振
替
機
関
等
は
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
申
請
に
お
い
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
と
こ
ろ

に
従
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
減
少
の
記
載
若
し
く
は
記
録
又

は
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
は
、
抹
消
に
よ
り
そ
の
口
座
（
顧
客
口
座
を
除
く
。
）
に
お
い

て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
加
入
者
が
、
そ
の
直
近
上
位
機
関
に
対
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

－２０４－



３

第
一
項
の
申
請
を
す
る
加
入
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
人
」
と
い

う
。
）
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

当
該
抹
消
に
お
い
て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
振
替
新
株
予

約
権
付
社
債
の
銘
柄
及
び
数

二

当
該
申
請
人
の
口
座
に
お
い
て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
の
が
保

有
欄
か
、
又
は
質
権
欄
か
の
別

４

第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
請
を
受
け
た
振
替
機
関
等
は

、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
口
座
の
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
欄
に
お
け
る
同

項
第
一
号
の
数
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
事
項
の
通
知

５

前
項
第
二
号
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関

等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
通
知
を
し
た
口
座
管
理
機
関
の
口
座
の
顧
客
口
座
に
お
け
る
第
三
項

第
一
号
の
数
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
事
項
の
通
知

６

前
項
の
規
定
は
、
同
項
第
二
号
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
等
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

７

発
行
者
は
、
社
債
権
者
又
は
質
権
者
の
た
め
に
社
債
管
理
会
社
等
（
第
七
十

－２０５－



一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
社
債
管
理
会
社
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
対
し
て
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
償
還
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
社

債
権
者
又
は
質
権
者
に
対
し
、
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
償
還
を
す
る
の
と

引
換
え
に
そ
の
口
座
に
お
け
る
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
銘
柄
に
つ
い

て
の
当
該
償
還
に
係
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
の
金
額
に

相
応
す
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
数
の
抹
消
を
そ
の
直
近
上
位
機
関
に
対

し
て
申
請
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

前
項
の
規
定
は
、
社
債
権
者
又
は
質
権
者
の
た
め
に
振
替
新
株
予
約
権
付
社

債
の
償
還
を
受
け
た
社
債
管
理
会
社
等
が
当
該
社
債
権
者
又
は
当
該
質
権
者
に

対
し
当
該
償
還
額
の
支
払
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
期
間
の
満
了
後

に
お
け
る
記
載
又
は
記
録
手
続
）

第
二
百
二
十
五
条

振
替
機
関
等
は
、
特
定
の
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債

（
新
設
）

（
社
債
の
償
還
済
み
の
も
の
に
限
る
。
）
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
満
了
後
、
直
ち
に
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
中
の

当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
口

座
（
機
関
口
座
及
び
顧
客
口
座
以
外
の
口
座
に
あ
っ
て
は
、
当
該
口
座
の
保
有

欄
又
は
質
権
欄
。
第
二
百
二
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
「
保
有
欄
等
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
全
部
に
つ
い
て
の
記
載
又
は
記
録
の

抹
消
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
消
却
に
関
す
る
記
載

又
は
記
録
手
続
）

第
二
百
二
十
六
条

特
定
の
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
（
社
債
の
償
還
済

（
新
設
）

み
の
も
の
を
除
く
。
）
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
を
消
却
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
振
替

新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
者
は
、
第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
の
一
定
の
日
以

後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
消
却
に
係
る
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
通
知
は
、
当
該
消
却
に
よ
り
そ
の
口
座
（
顧
客
口
座
を
除

く
。
）
に
お
い
て
第
四
項
第
一
号
の
減
少
及
び
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ

る
加
入
者
の
直
近
上
位
機
関
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
前
段
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
振
替
機
関
等
は
、
第
四
項
か
ら
第

六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
に
お
い
て
次
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ

た
と
こ
ろ
に
従
い
、
当
該
通
知
に
係
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
（
振
替
新
株

予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
が
消
却
さ
れ
た
後
の
振
替
新
株
予
約

権
付
社
債
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
減
少

及
び
増
加
の
記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

発
行
者
は
、
第
一
項
前
段
の
通
知
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
消
却
に
よ
り
そ
の
口
座
に
お
い
て
次
項
第
一
号
の
減
少
及
び
増
加
の

記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
加
入
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
口
座

二

当
該
消
却
に
よ
り
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
振
替
新
株
予
約

権
付
社
債
の
銘
柄
及
び
数

三

当
該
消
却
に
よ
り
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
振
替
新
株
予
約

－２０７－



権
付
社
債
の
銘
柄
及
び
数

四

第
一
号
の
口
座
に
お
い
て
減
少
及
び
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
の

が
保
有
欄
か
、
又
は
質
権
欄
か
の
別

五

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

４

第
一
項
前
段
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関

等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
の
口
座
の
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
欄
に
お
け

る
次
の
記
載
又
は
記
録

イ

前
項
第
二
号
の
数
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

ロ

前
項
第
三
号
の
数
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
事

項
の
通
知

５

前
項
第
二
号
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関

等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
通
知
を
し
た
口
座
管
理
機
関
の
口
座
の
顧
客
口
座
に
お
け
る
次
の
記

載
又
は
記
録

イ

第
三
項
第
二
号
の
数
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

ロ

第
三
項
第
三
号
の
数
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
事
項
の
通
知

６

前
項
の
規
定
は
、
同
項
第
二
号
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
等
に
つ

－２０８－



い
て
準
用
す
る
。

第
二
百
二
十
七
条

特
定
の
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
（
社
債
の
償
還
済

（
新
設
）

み
の
も
の
に
限
る
。
）
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
を
消
却
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権

付
社
債
の
発
行
者
は
、
第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
の
一
定
の
日
以
後
、
遅
滞
な

く
、
当
該
消
却
に
係
る
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
通
知
は
、
当
該
消
却
に
よ
り
そ
の
口
座
（
顧
客
口
座
を
除
く
。
）
に
お

い
て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
加
入
者
の
直
近
上
位
機
関
に
対
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
前
段
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
振
替
機
関
等
は
、
第
四
項
か
ら
第

六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
に
お
い
て
次
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ

た
と
こ
ろ
に
従
い
、
当
該
通
知
に
係
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
、

そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
減
少
の
記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
通
知
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

発
行
者
は
、
第
一
項
前
段
の
通
知
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
消
却
に
よ
り
そ
の
口
座
に
お
い
て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る

加
入
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
当
該
口
座

二

当
該
消
却
に
よ
り
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
振
替
新
株
予
約

権
付
社
債
の
銘
柄
及
び
数

三

第
一
号
の
口
座
に
お
い
て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
の
が
保
有
欄

か
、
又
は
質
権
欄
か
の
別

－２０９－



４

第
一
項
前
段
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関

等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
の
口
座
の
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
欄
に
お
け

る
同
項
第
二
号
の
数
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
事
項
の
通
知

５

前
項
第
二
号
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関

等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
通
知
を
し
た
口
座
管
理
機
関
の
口
座
の
顧
客
口
座
に
お
け
る
第
三
項

第
二
号
の
数
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
事
項
の
通
知

６

前
項
の
規
定
は
、
同
項
第
二
号
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
等
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
全
部
の
消
却
に
関
す

る
記
載
又
は
記
録
手
続
）

第
二
百
二
十
八
条

特
定
の
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
（
社
債
の
償
還
済

（
新
設
）

み
の
も
の
を
除
く
。
）
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
全
部
を
消
却
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
者
は
、
第
三
号
の
一
定

の
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
当
該
発
行
者
が
第
十
三
条
第
一
項
の
同
意
を
与
え

た
振
替
機
関
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－２１０－



一

当
該
新
株
予
約
権
が
消
却
さ
れ
た
後
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
銘
柄

二

当
該
新
株
予
約
権
を
付
し
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
銘
柄

三

第
二
百
四
十
六
条
第
三
項
の
一
定
の
日

四

第
一
号
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
総
数
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る

事
項

２

前
項
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
は
、
直

ち
に
、
当
該
通
知
に
係
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
銘
柄
に
つ
い
て
、
そ
の

直
近
下
位
機
関
に
対
し
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
通

知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
は
、

同
項
第
三
号
の
一
定
の
日
に
お
い
て
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
中
の
同
項
第

二
号
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る

保
有
欄
等
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
数
（
当
該
保
有

欄
等
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
同
項
第
二
号
の
振
替
新
株
予
約
権
付

社
債
の
数
を
い
う
。
）
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

二

第
一
項
第
二
号
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
全
部
に
つ
い
て
の
記
載
又

は
記
録
の
抹
消

４

前
二
項
の
規
定
は
、
第
二
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
を
受
け
た
口
座
管
理
機
関
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

５

前
各
項
の
規
定
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
の
規

定
を
除
く
。
）
は
、
特
定
の
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
（
社
債
の
償
還

－２１１－



済
み
の
も
の
に
限
る
。
）
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
全
部
を
消
却
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
同
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
に
関
す
る
記
載

又
は
記
録
手
続
）

第
二
百
二
十
九
条

特
定
の
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
（
社
債
の
償
還
済

（
新
設
）

み
の
も
の
及
び
商
法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
三
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
の
決
議
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
同
項
第
七
号
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
を
除
き
、
当
該
振
替

新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
者
は
、
当
該
行
使
が
あ
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当

該
行
使
が
あ
っ
た
後
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
増
加
の
記
載
又
は

記
録
に
係
る
措
置
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
通
知
は
、
当
該
措
置
に
よ
り
そ
の
口
座
（
顧
客
口
座
を
除
く
。
）
に
お
い

て
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
加
入
者
の
直
近
上
位
機
関
に
対
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

２

前
項
前
段
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
振
替
機
関
等
は
、
第
四
項
か
ら
第

六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
に
お
い
て
次
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ

た
と
こ
ろ
に
従
い
、
当
該
通
知
に
係
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
、

そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
増
加
の
記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
通
知
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

発
行
者
は
、
第
一
項
前
段
の
通
知
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な

－２１２－



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
の
措
置
に
よ
り
そ
の
口
座
に
お
い
て
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ

れ
る
加
入
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
当
該
口
座

二

第
一
項
の
措
置
に
よ
り
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
振
替
新
株

予
約
権
付
社
債
の
銘
柄
及
び
数

三

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

４

第
一
項
前
段
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関

等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
の
口
座
の
保
有
欄
に
お
け
る
同
項
第
二
号
の
数
に
つ
い
て
の

増
加
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
事
項
の
通
知

５

前
項
第
二
号
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関

等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
通
知
を
し
た
口
座
管
理
機
関
の
口
座
の
顧
客
口
座
に
お
け
る
第
三
項

第
二
号
の
数
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
事
項
の
通
知

６

前
項
の
規
定
は
、
同
項
第
二
号
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
等
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
償
還
に
関
す
る
記
載
又
は
記
録
手
続
）
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第
二
百
三
十
条

特
定
の
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
（
新
株
予
約
権
が
消

（
新
設
）

滅
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
社
債
の
償
還
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
者
は
、
当
該
償
還
が
あ
っ
た
後
、
遅
滞

な
く
、
当
該
償
還
が
あ
っ
た
後
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
増
加
の

記
載
又
は
記
録
に
係
る
措
置
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
通
知
は
、
当
該
措
置
に
よ
り
そ
の
口
座
（
顧
客
口
座
を
除
く
。

）
に
お
い
て
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
加
入
者
の
直
近
上
位
機
関
に
対

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
前
段
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
振
替
機
関
等
は
、
第
四
項
か
ら
第

六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
に
お
い
て
次
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ

た
と
こ
ろ
に
従
い
、
当
該
通
知
に
係
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
、

そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
増
加
の
記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
通
知
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

発
行
者
は
、
第
一
項
前
段
の
通
知
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
の
措
置
に
よ
り
そ
の
口
座
に
お
い
て
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ

れ
る
加
入
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
当
該
口
座

二

第
一
項
の
措
置
に
よ
り
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
振
替
新
株

予
約
権
付
社
債
の
銘
柄
及
び
数

三

第
一
号
の
口
座
に
お
い
て
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
の
が
保
有
欄

か
、
又
は
質
権
欄
か
の
別

四

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

４

第
一
項
前
段
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
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等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
の
口
座
の
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
欄
に
お
け

る
同
項
第
二
号
の
数
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
事
項
の
通
知

５

前
項
第
二
号
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関

等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
通
知
を
し
た
口
座
管
理
機
関
の
口
座
の
顧
客
口
座
に
お
け
る
第
三
項

第
二
号
の
数
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
事
項
の
通
知

６

前
項
の
規
定
は
、
同
項
第
二
号
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
等
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
株
券
喪
失
登
録
が
さ
れ
た
株
券
に
係
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
引
受
権

に
関
す
る
特
例
）

第
二
百
三
十
一
条

商
法
第
二
百
三
十
条
ノ
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
株
券
喪
失

（
新
設
）

登
録
者
（
第
百
四
十
六
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
株
券
喪
失
登
録
者
を
い
う

。
）
に
付
与
さ
れ
た
新
株
予
約
権
付
社
債
の
引
受
権
（
同
法
第
三
百
四
十
一
条

ノ
三
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
付
社
債
の
引
受
権
を
い
う
。
第

二
百
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
行
使
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
振

替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
の
通
知
を
す
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る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
者
は
、
商
法
第
二
百
三
十
条
ノ
八

第
一
項
に
規
定
す
る
日
（
第
百
四
十
六
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
商
法
第
二

百
三
十
条
ノ
八
第
一
項
に
規
定
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
、
振
替
機
関
等
に
対
し
て
、
株
券
喪
失
登
録
が
さ
れ
た
株
券
の

株
式
に
つ
い
て
の
そ
の
日
に
お
け
る
名
義
人
（
第
百
四
十
六
条
第
二
項
本
文
に

規
定
す
る
名
義
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
当
該

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
振
替
を
行
う
た
め
の
口
座
の
開
設
の
申
出
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
名
義
人
が
同
法
第
二
百
三
十
条
ノ
八
第
一

項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
当
該
発
行
者
に
対
し
自
己
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
当

該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
振
替
を
行
う
た
め
の
口
座
（
当
該
名
義
人
の
た

め
に
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
者
の
申
出
に
よ
り
振
替
機
関
等
が
開
設

し
た
口
座
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
既
存
特
別
口
座
」
と
い
う
。
）
を
除
く

。
）
を
通
知
し
た
と
き
又
は
当
該
発
行
者
が
当
該
名
義
人
の
た
め
に
開
設
の
申

出
を
し
た
既
存
特
別
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
本
文
の
発
行
者
は
、
商
法
第
二
百
三
十
条
ノ
八
第
一
項
に
規
定
す
る
日

以
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
発
行
者
が
第
十
三
条
第
一
項
の
同
意
を
与
え
た
振
替

機
関
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
銘
柄

二

前
項
本
文
の
名
義
人
で
あ
る
加
入
者
の
氏
名
又
は
名
称

三

前
号
の
加
入
者
か
ら
通
知
を
受
け
た
前
項
た
だ
し
書
の
口
座
（
当
該
通
知

が
な
い
と
き
は
、
当
該
発
行
者
が
開
設
の
申
出
を
し
た
既
存
特
別
口
座
）

四

第
二
号
の
加
入
者
が
有
す
る
第
一
号
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
数
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五

第
一
号
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
総
数
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る

事
項

４

第
二
百
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
が
あ
っ
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第

三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
三
十
一
条
第
三
項
第
三
号
」
と
、
「
前
項
第
二

号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
三
十
一
条
第
三
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

５

加
入
者
は
、
既
存
特
別
口
座
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
振
替
新
株
予

約
権
付
社
債
に
つ
い
て
は
、
当
該
加
入
者
又
は
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債

の
発
行
者
の
口
座
以
外
の
口
座
を
振
替
先
口
座
と
す
る
振
替
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

６

第
一
項
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
係
る
既
存
特
別
口
座
の
開
設
の
申
出

を
し
た
発
行
者
以
外
の
加
入
者
は
、
当
該
特
別
口
座
を
振
替
先
口
座
と
す
る
振

替
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
記
載
又
は
記
録
の
変
更
手
続
）

第
二
百
三
十
二
条

振
替
機
関
等
は
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
つ
い
て
、
第

（
新
設
）

二
百
二
十
一
条
第
三
項
各
号
、
第
四
項
各
号
又
は
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
き
変
更
が
生
じ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
振
替
口
座
簿

に
そ
の
記
載
又
は
記
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

振
替
の
効
果
等

（
新
設
）
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（
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
譲
渡
）

第
二
百
三
十
三
条

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
（
差
押
え
を
受
け
る
こ
と
な
く
弁

（
新
設
）

済
期
が
到
来
し
た
利
息
の
請
求
権
を
除
く
。
次
条
か
ら
第
二
百
三
十
七
条
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
は
、
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
振
替
の
申
請
に

よ
り
、
譲
受
人
が
そ
の
口
座
に
お
け
る
保
有
欄
（
機
関
口
座
に
あ
っ
て
は
、
第

二
百
二
十
一
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

）
に
当
該
譲
渡
に
係
る
数
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の

効
力
を
生
じ
な
い
。

（
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
質
入
れ
）

第
二
百
三
十
四
条

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
質
入
れ
は
、
第
二
百
二
十
三
条

（
新
設
）

第
一
項
の
振
替
の
申
請
に
よ
り
、
質
権
者
が
そ
の
口
座
に
お
け
る
質
権
欄
に
当

該
質
入
れ
に
係
る
数
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力

を
生
じ
な
い
。

（
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
信
託
の
対
抗
要
件
）

第
二
百
三
十
五
条

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
は
、
信
託
は
、
政
令
で

（
新
設
）

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
信
託
の
受
託
者
が
そ
の
口
座
に
お
い
て
第
二
百

二
十
一
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
を
受
け
な
け
れ
ば
、

第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
加
入
者
の
権
利
推
定
）

第
二
百
三
十
六
条

加
入
者
は
、
そ
の
口
座
（
口
座
管
理
機
関
の
口
座
に
あ
っ
て

（
新
設
）
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は
、
自
己
口
座
に
限
る
。
）
に
お
け
る
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
振
替
新
株
予

約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
を
適
法
に
有
す
る
も
の
と
推
定
す
る
。

（
善
意
取
得
）

第
二
百
三
十
七
条

第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
振
替
の
申
請
に
よ
り
そ
の
口
座

（
新
設
）

（
口
座
管
理
機
関
の
口
座
に
あ
っ
て
は
、
自
己
口
座
に
限
る
。
）
に
お
い
て
特

定
の
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録
を

受
け
た
加
入
者
（
機
関
口
座
を
有
す
る
振
替
機
関
を
含
む
。
）
は
、
当
該
銘
柄

の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
当
該
増
加
の
記
載
又
は
記
録
に
係
る

権
利
を
取
得
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
加
入
者
に
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
超
過
記
載
又
は
記
録
が
あ
る
場
合
の
振
替
機
関
の
義
務
）

第
二
百
三
十
八
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
取
得
に
よ

（
新
設
）

り
す
べ
て
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
の
有
す
る
同
条
に
規
定
す
る
銘
柄

の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
総
数
が
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債

の
発
行
総
数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
の
数
が
第
二
号

の
数
を
超
え
る
と
き
は
、
振
替
機
関
は
、
当
該
超
過
数
に
達
す
る
ま
で
、
当
該

銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

振
替
機
関
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
振
替
機
関
の
加
入
者
の
口
座

に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の

数
の
合
計
数

二

当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
総
数
（
発
行
者
が
第
二
百

－２１９－



三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
の
通
知
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
数
を
除
く
。
）

２

前
項
の
「
発
行
総
数
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
い
う
。

一

前
項
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
が
社
債
の
償
還
済
み
の
も
の
で
あ
る
場

合

社
債
の
償
還
（
第
二
百
四
十
条
第
一
項
又
は
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
た
振
替

新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
し
た
償
還
を
除
く
。
）
が
あ
っ
た
振
替
新
株

予
約
権
付
社
債
の
数
（
新
株
予
約
権
が
消
却
さ
れ
、
又
は
行
使
さ
れ
た
も
の

の
数
を
除
く
。
）

二

前
項
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
が
新
株
予
約
権
の
行
使
後
の
も
の
で
あ

る
場
合

新
株
予
約
権
の
行
使
（
第
二
百
四
十
条
第
一
項
又
は
第
二
百
四
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と

さ
れ
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
を
除
く

。
）
が
あ
っ
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
数
（
社
債
の
償
還
が
あ
っ
た
も

の
の
数
を
除
く
。
）

三

前
項
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
が
新
株
予
約
権
の
消
却
後
の
も
の
で
あ

る
場
合

新
株
予
約
権
の
消
却
（
第
二
百
四
十
条
第
一
項
又
は
第
二
百
四
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と

さ
れ
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
消
却
を
除
く

。
）
が
あ
っ
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
数
（
社
債
の
償
還
が
あ
っ
た
も

の
の
数
を
除
く
。
）

四

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
割
当

－２２０－



て
を
受
け
た
者
が
商
法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
七
第
一
項
の
払
込
期
日
ま
で
に

行
っ
た
払
込
み
に
係
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
総
数
（
新
株
予
約
権
の

消
却
若
し
く
は
行
使
又
は
社
債
の
償
還
が
あ
っ
た
も
の
の
数
を
除
く
。
）

３

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
は
、
同
号
に
規
定
す
る
口
座
に
お
け
る
増
加
又

は
減
少
の
記
載
又
は
記
録
で
あ
っ
て
当
該
記
載
又
は
記
録
に
係
る
権
利
の
発
生

、
移
転
又
は
消
滅
が
生
じ
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
記
載
又
は
記
録
に
係
る
数
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
を
取
得

し
た
者
の
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
記
載
又
は
記
録
が
な
か
っ

た
と
し
た
場
合
の
数
と
す
る
。

４

振
替
機
関
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
を
取
得
し

た
と
き
は
、
直
ち
に
、
発
行
者
に
対
し
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ

い
て
の
権
利
の
全
部
を
放
棄
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
に
規
定
す
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
は
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
放
棄
の
意
思
表
示
が
さ
れ
た
と
き
は
、
消
滅
す
る
。

６

振
替
機
関
は
、
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

放
棄
の
意
思
表
示
を
行
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社

債
に
つ
い
て
振
替
口
座
簿
の
抹
消
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
超
過
記
載
又
は
記
録
が
あ
る
場
合
の
口
座
管
理
機
関
の
義
務
）

第
二
百
三
十
九
条

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
の
数
が

（
新
設
）

第
二
号
の
数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
口
座
管
理
機
関
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
口

座
管
理
機
関
は
、
発
行
者
に
対
し
、
当
該
超
過
数
に
相
当
す
る
数
の
当
該
銘
柄

の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
権
利
の
全
部
を
放
棄
す
る
旨
の
意
思
表

－２２１－



示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
口
座
管
理
機
関
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
当
該
口
座
管
理
機

関
の
加
入
者
の
口
座
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
当
該
銘
柄
の
振
替
新

株
予
約
権
付
社
債
の
数
の
合
計
数

二

当
該
口
座
管
理
機
関
の
直
近
上
位
機
関
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る

当
該
口
座
管
理
機
関
の
口
座
の
顧
客
口
座
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た

当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
数

２

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
顧
客
口
座
に
お
け
る
増
加
又
は
減
少
の
記
載
又

は
記
録
で
あ
っ
て
当
該
記
載
又
は
記
録
に
係
る
権
利
の
発
生
、
移
転
又
は
消

滅
が
生
じ
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
数

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
口
座
管
理
機
関
は
、
同
項
に
規
定
す
る
超
過
数

に
相
当
す
る
数
の
同
項
に
規
定
す
る
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
を
有
し

て
い
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
放
棄
の
意
思
表
示
を
す
る
前
に
、
当

該
超
過
数
に
達
す
る
ま
で
、
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
を
取
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

口
座
管
理
機
関
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
放
棄
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き

は
、
直
ち
に
、
そ
の
直
近
上
位
機
関
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
放
棄
の
意
思
表
示
を
し
た
旨

二

当
該
放
棄
の
意
思
表
示
に
係
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
銘
柄
及
び
数

５

前
項
の
直
近
上
位
機
関
は
、
同
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
同

－２２２－



項
第
二
号
に
掲
げ
る
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
、
そ
の
備
え

る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
記
載
又
は
記
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

前
項
の
口
座
管
理
機
関
の
口
座
の
自
己
口
座
に
お
け
る
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
数
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

二

前
号
の
口
座
の
顧
客
口
座
に
お
け
る
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
数
の
増
加
の

記
載
又
は
記
録

（
振
替
機
関
の
超
過
記
載
又
は
記
録
に
係
る
義
務
の
不
履
行
の
場
合
に
お
け
る

取
扱
い
）

第
二
百
四
十
条

第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項

（
新
設
）

に
規
定
す
る
振
替
機
関
が
同
項
及
び
同
条
第
四
項
の
義
務
の
全
部
を
履
行
す
る

ま
で
の
間
は
、
各
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
は
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権

付
社
債
権
者
の
有
す
る
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
第
一
号

の
数
が
第
二
号
の
数
に
占
め
る
割
合
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
超
過
数
（
同

条
第
四
項
の
義
務
の
一
部
が
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
履
行
に
係
る
数
を
控

除
し
た
数
）
に
乗
じ
た
数
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

一

当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
の
有
す
る
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予

約
権
付
社
債
の
数
（
当
該
振
替
機
関
の
下
位
機
関
で
あ
っ
て
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
の
放

棄
の
意
思
表
示
を
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
下
位
機
関
に
つ
い
て

の
同
項
に
規
定
す
る
超
過
数
に
関
し
て
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権

－２２３－



者
（
当
該
下
位
機
関
又
は
そ
の
下
位
機
関
が
開
設
し
た
口
座
に
記
載
又
は
記

録
が
さ
れ
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社

債
権
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数

を
控
除
し
た
数
）

二

す
べ
て
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
の
有
す
る
当
該
銘
柄
の
振
替
新

株
予
約
権
付
社
債
の
総
数
（
当
該
振
替
機
関
の
下
位
機
関
で
あ
っ
て
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
権

利
の
放
棄
の
意
思
表
示
を
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
下
位
機
関
に

つ
い
て
の
同
項
に
規
定
す
る
超
過
数
に
関
し
て
、
当
該
下
位
機
関
又
は
そ
の

下
位
機
関
が
開
設
し
た
口
座
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
振
替
新
株
予
約
権

付
社
債
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
に
つ
い
て
次

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
の
合
計
数
を
控
除
し
た
数
）

２

第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る

振
替
機
関
は
、
各
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
義
務

を
負
う
。

一

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
各
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
の
有
す
る
当

該
銘
柄
（
社
債
の
償
還
済
み
の
も
の
を
除
く
。
）
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社

債
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
に
相
応
す
る
額
に
関
す
る
部

分
に
つ
い
て
、
発
行
者
に
代
わ
っ
て
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
を
す
る

義
務

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の

義
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
す
る
義
務

－２２４－



（
口
座
管
理
機
関
の
超
過
記
載
又
は
記
録
に
係
る
義
務
の
不
履
行
の
場
合
に
お

け
る
取
扱
い
）

第
二
百
四
十
一
条

第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同

（
新
設
）

項
に
規
定
す
る
口
座
管
理
機
関
が
同
項
及
び
同
条
第
三
項
の
義
務
の
全
部
を
履

行
す
る
ま
で
の
間
は
、
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
（
当
該
口
座
管
理
機
関

又
は
そ
の
下
位
機
関
が
開
設
し
た
口
座
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
振
替
新
株

予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
に
限
る
。
）
は
、

そ
の
有
す
る
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
第
一
号
の
数
が
第

二
号
の
数
に
占
め
る
割
合
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
超
過
数
（
同
項
の
義
務

の
一
部
が
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
履
行
に
係
る
数
を
控
除
し
た
数
）
に
乗

じ
た
数
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
の
有
す
る
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予

約
権
付
社
債
の
数
（
当
該
口
座
管
理
機
関
の
下
位
機
関
で
あ
っ
て
第
二
百
三

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ

い
て
の
権
利
の
放
棄
の
意
思
表
示
を
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
下

位
機
関
に
つ
い
て
の
同
項
に
規
定
す
る
超
過
数
に
関
し
て
、
当
該
振
替
新
株

予
約
権
付
社
債
権
者
（
当
該
下
位
機
関
又
は
そ
の
下
位
機
関
が
開
設
し
た
口

座
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
振
替

新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
算

出
さ
れ
た
数
を
控
除
し
た
数
）

二

当
該
口
座
管
理
機
関
又
は
そ
の
下
位
機
関
が
開
設
し
た
口
座
に
記
載
又
は

記
録
が
さ
れ
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
振
替
新
株

予
約
権
付
社
債
権
者
の
有
す
る
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
総

－２２５－



数
（
当
該
口
座
管
理
機
関
の
下
位
機
関
で
あ
っ
て
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
銘
柄
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
の

放
棄
の
意
思
表
示
を
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
下
位
機
関
に
つ
い

て
の
同
項
に
規
定
す
る
超
過
数
に
関
し
て
、
当
該
下
位
機
関
又
は
そ
の
下
位

機
関
が
開
設
し
た
口
座
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社

債
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
に
つ
い
て
こ
の
項

の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
の
合
計
数
を
控
除
し
た
数
）

２

第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る

口
座
管
理
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
に
対
し

て
次
に
掲
げ
る
義
務
を
負
う
。

一

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権

者
の
有
す
る
当
該
銘
柄
（
社
債
の
償
還
済
み
の
も
の
を
除
く
。
）
の
振
替
新

株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
に
相
応
す
る

額
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
発
行
者
に
代
わ
っ
て
元
本
の
償
還
及
び
利
息

の
支
払
を
す
る
義
務

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の

義
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
す
る
義
務

（
発
行
者
が
誤
っ
て
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
償
還
等
を
し
た
場
合
に
お
け

る
取
扱
い
）

第
二
百
四
十
二
条

発
行
者
が
第
二
百
四
十
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
り
当
該
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
た
部
分
に
相

応
す
る
金
額
に
つ
い
て
し
た
元
本
の
償
還
又
は
利
息
の
支
払
は
、
当
該
発
行
者

－２２６－



が
善
意
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
銘
柄
の
他
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に

係
る
当
該
発
行
者
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
効
力
を
有
し
な
い
。

２

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
は
、
発
行
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
元

本
の
償
還
又
は
利
息
の
支
払
に
係
る
金
額
の
返
還
を
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。

３

発
行
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
元
本
の
償
還
又
は
利
息
の
支
払
を
し
た
と

き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
金
額
の
限
度
に
お
い
て
、
第
二
百
四
十
条
第
二
項
第

一
号
又
は
前
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者

の
振
替
機
関
等
に
対
す
る
権
利
を
取
得
す
る
。

４

発
行
者
が
第
二
百
四
十
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
発

行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債

に
つ
い
て
し
た
新
株
予
約
権
の
消
却
は
、
当
該
発
行
者
が
善
意
の
場
合
で
あ
っ

て
も
、
当
該
銘
柄
の
他
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
当
該
発
行
者

に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
数
を
減
少
さ
せ
る
効
力
を
有
し
な
い
。

５

前
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
の
消
却
に
際
し
て
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債

権
者
に
金
銭
が
支
払
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
は

、
発
行
者
に
対
し
、
そ
の
金
額
の
返
還
を
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。

６

発
行
者
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
の
消
却
を
し
た
と
き
は
、
前

項
に
規
定
す
る
金
額
の
限
度
に
お
い
て
、
第
二
百
四
十
条
第
二
項
第
二
号
又
は

前
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
の
振
替
機

関
等
に
対
す
る
権
利
を
取
得
す
る
。

第
四
節

商
法
の
特
例

（
新
設
）

－２２７－



（
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
に
関
す
る
商
法
の
特
例
）

第
二
百
四
十
三
条

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
新
株
予
約
権
付
社
債

（
新
設
）

申
込
証
の
用
紙
に
は
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
こ
の
法
律
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
新
株
予
約
権
原
簿
及
び
社
債
原
簿
に

は
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
旨
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
己
の
た
め

に
開
設
さ
れ
た
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
振
替
を
行
う
た
め
の
口
座
（

既
存
特
別
口
座
を
除
く
。
）
を
新
株
予
約
権
付
社
債
申
込
証
の
用
紙
に
記
載
し

、
又
は
商
法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

百
八
十
条
ノ
二
十
八
第
五
項
に
規
定
す
る
契
約
を
締
結
す
る
際
に
当
該
口
座
を

当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
者
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
振
替

新
株
予
約
権
付
社
債
に
係
る
新
株
予
約
権
付
社
債
の
引
受
権
の
行
使
を
し
よ
う

と
す
る
者
も
、
同
様
と
す
る
。

（
超
過
記
載
又
は
記
録
に
係
る
義
務
の
不
履
行
の
場
合
に
お
け
る
新
株
予
約
権

付
社
債
権
者
の
議
決
権
等
）

第
二
百
四
十
四
条

第
二
百
四
十
条
第
一
項
又
は
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
場

（
新
設
）

合
に
お
い
て
は
、
各
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
は
、
商
法
第
三
百
二
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
有
す
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の

数
（
第
二
百
四
十
条
第
一
項
又
は
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算

出
さ
れ
た
数
を
除
く
。
）
に
相
応
す
る
社
債
の
金
額
に
応
じ
て
、
社
債
権
者
集

－２２８－



会
に
お
け
る
議
決
権
を
有
す
る
。

２

商
法
第
三
百
二
十
条
第
三
項
及
び
第
三
百
二
十
九
条
第
一
項
並
び
に
担
保
附

社
債
信
託
法
第
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
四
十

条
第
一
項
又
は
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
は

、
当
該
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
に
つ
い
て
は
、
振
替
新
株
予
約
権

付
社
債
を
有
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

（
証
明
書
の
供
託
）

第
二
百
四
十
五
条

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
が
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る

（
新
設
）

に
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
交
付
を
受
け
た
上
、
当
該
書
面
を
供
託

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
法
第
三
百
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
社
債
権
者
集
会
の
招
集
の
請

求
二

商
法
第
三
百
二
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
三
十
七
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
社
債
権
者
集
会
の
招
集

三

社
債
権
者
集
会
に
お
け
る
議
決
権
の
行
使

四

担
保
附
社
債
信
託
法
第
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
担
保
物
の
保
管

の
状
況
の
検
査

２

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
が
社
債
権
者
集
会
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使

す
る
に
は
、
会
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
供
託
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

－２２９－



ば
な
ら
な
い
。

一

社
債
管
理
会
社
が
あ
る
場
合

当
該
社
債
管
理
会
社

二

担
保
附
社
債
信
託
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
受
託
会
社

が
あ
る
場
合

当
該
受
託
会
社

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

供
託
所
又
は
供
託
法
第
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
倉
庫
営
業
者
若
し
く
は
銀
行

４

供
託
法
第
一
条
ノ
二
か
ら
第
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
供
託
所
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
５

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
は
、
そ
の
直
近
上
位
機
関
に
対
し
、
当
該
直

近
上
位
機
関
が
備
え
る
振
替
口
座
簿
の
自
己
の
口
座
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録

さ
れ
て
い
る
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
第
二
百
二
十
一
条
第

三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
、
既
に
こ
の
項
の
規

定
に
よ
る
書
面
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
書
面
を
当
該
直
近
上
位

機
関
に
返
還
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
交
付
を
受
け
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債

権
者
は
、
当
該
書
面
を
同
項
の
直
近
上
位
機
関
に
返
還
す
る
ま
で
の
間
は
、
当

該
書
面
に
お
け
る
証
明
の
対
象
と
な
っ
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て

、
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
振
替
の
申
請
又
は
第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
の

抹
消
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
消
却
に
関
す
る
商
法
の
特

－２３０－



例
）

第
二
百
四
十
六
条

発
行
者
は
、
第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
前
段
又
は
第
二
百
二

（
新
設
）

十
七
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
商
法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
二

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
八
十
条
ノ
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
百
八
十
条
ノ
三
十
六
第
一
項
後
段
の
決
議
を
し
た
旨
、
消
却
さ
れ
る
べ

き
新
株
予
約
権
及
び
当
該
発
行
者
の
定
め
る
一
定
の
日
以
後
に
当
該
新
株
予
約

権
を
付
し
た
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
前

段
又
は
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
前
段
の
通
知
を
す
る
旨
を
そ
の
日
の
二
週
間

前
ま
で
に
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
前
段
又
は
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
前
段
に
規
定

す
る
場
合
に
は
、
商
法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
百
八
十
条
ノ
三
十
六
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
振
替
新
株
予

約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
消
却
は
、
第
二
百
二
十
六
条
第
四
項

第
一
号
イ
又
は
第
二
百
二
十
七
条
第
四
項
第
一
号
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が

さ
れ
た
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

３

発
行
者
は
、
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は

、
商
法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
八

十
条
ノ
三
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
三
百
四

十
一
条
ノ
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
八
十
条
ノ
三
十
六
第

一
項
後
段
の
決
議
を
し
た
旨
、
消
却
さ
れ
る
べ
き
新
株
予
約
権
及
び
当
該
発
行

者
の
定
め
る
一
定
の
日
に
お
い
て
当
該
新
株
予
約
権
の
消
却
の
効
力
が
生
ず
る

旨
を
そ
の
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
に
関
す
る
商
法
の
特

例
）

第
二
百
四
十
七
条

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
を
行
使

（
新
設
）

す
る
加
入
者
は
、
商
法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
三
第
一
項
の
請
求
書
の
提
出
及

び
同
項
の
払
込
み
を
す
る
ほ
か
、
当
該
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
第

二
百
二
十
四
条
第
一
項
の
抹
消
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
用
除
外
）

第
二
百
四
十
八
条

振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
は
、
商
法
第
三
百
四
十

（
新
設
）

一
条
ノ
八
、
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
一
、
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
二
第
二
項
（

同
法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
四
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
節

雑
則

（
新
設
）

（
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
内
容
の
公
示
）

第
二
百
四
十
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知

（
新
設
）

を
受
け
た
振
替
機
関
は
、
直
ち
に
、
当
該
通
知
に
係
る
振
替
新
株
予
約
権
付
社

債
の
銘
柄
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
加
入
者
が
当
該
各
号
に

定
め
る
事
項
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
の
通
知

同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
前
段
、
第
四
項
第
二
号
又
は
第
五
項
第
二
号
（
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同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知

同
条
第
三
項

第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

三

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
の
通
知

同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

四

第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
前
段
、
第
四
項
第
二
号
又
は
第
五
項
第
二
号
（

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知

同
条
第
三
項

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

五

第
二
百
三
十
条
第
一
項
前
段
、
第
四
項
第
二
号
又
は
第
五
項
第
二
号
（
同

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知

同
条
第
三
項
第

四
号
に
掲
げ
る
事
項

六

第
二
百
三
十
一
条
第
三
項
の
通
知

同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

２

前
項
の
措
置
に
関
す
る
費
用
は
、
同
項
の
振
替
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行

者
の
負
担
と
す
る
。

第
十
一
章

投
資
口
等
の
振
替

（
新
設
）

第
一
節

投
資
口
の
振
替

（
新
設
）

（
権
利
の
帰
属
）

第
二
百
五
十
条

投
資
口
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

（
新
設
）

二
十
一
項
に
規
定
す
る
投
資
口
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
振
替
機
関
が
取
り

扱
う
も
の
（
以
下
「
振
替
投
資
口
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
権
利
の
帰
属
は

、
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の

と
す
る
。
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２

発
行
者
が
、
そ
の
投
資
口
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
一
項
の
同
意
を
与
え
る
に

は
、
設
立
企
画
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
六
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
設
立
企
画
人
を
い
う
。
）
全
員
の
同
意
又
は
執
行
役
員
（
同

法
第
九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
執
行
役
員
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
決
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
執
行
役
員
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
役
員
会
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法

人
に
関
す
る
法
律
第
百
五
条
に
規
定
す
る
役
員
会
を
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
投
資
証
券
の
不
発
行
等
）

第
二
百
五
十
一
条

振
替
投
資
口
に
つ
い
て
は
、
投
資
証
券
（
投
資
信
託
及
び
投

（
新
設
）

資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
証
券
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

振
替
投
資
口
の
投
資
主
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
投
資
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
振
替
投

資
口
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
第

一
項
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を

承
継
す
る
者
が
存
し
な
い
と
き
又
は
当
該
振
替
投
資
口
が
振
替
機
関
に
よ
っ
て

取
り
扱
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
行
者

に
対
し
、
投
資
証
券
の
発
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

発
行
者
が
発
行
済
み
の
投
資
口
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
一
項
の
同
意
を
与
え

た
場
合
に
は
、
投
資
証
券
（
公
示
催
告
手
続
（
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
四
十
二
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条
に
規
定
す
る
公
示
催
告
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
は
、
次
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
一
条
第

一
項
第
一
号
の
一
定
の
日
に
お
い
て
、
無
効
と
す
る
。

４

次
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
一

定
の
日
に
お
い
て
公
示
催
告
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
投
資
証
券
は
、
次
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
四
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
百
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
日

に
お
い
て
、
無
効
と
す
る
。

（
投
資
口
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
二
百
五
十
二
条

第
七
章
の
規
定
（
第
百
二
十
八
条
、
第
百
三
十
四
条
、
第
百

（
新
設
）

三
十
五
条
、
第
百
三
十
八
条
か
ら
第
百
四
十
一
条
ま
で
、
第
百
四
十
二
条
第
七

項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
百
四
十
三
条
第
七
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
、
第
百
四

十
四
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
百
四
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第

百
五
十
三
条
第
六
項
、
第
百
五
十
四
条
第
六
項
、
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
三

号
、
第
百
五
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
五
項

、
第
百
六
十
条
第
二
項
、
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
八
条
ま
で
並
び
に
第

百
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
投
資
口
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
項
に
定

め
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

数

口
数
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総
数

総
口
数

株
主
名
簿

投
資
主
名
簿

振
替
数

振
替
口
数

発
行
総
数

発
行
総
口
数

消
滅
会
社

消
滅
法
人

新
設
会
社

新
設
法
人

存
続
会
社

存
続
法
人

超
過
数

超
過
口
数

合
計
数

合
計
口
数

特
定
被
通
知
株
主

特
定
被
通
知
投
資
主

少
数
株
主
権
等

少
数
投
資
主
権
等
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株
式
申
込
証

投
資
口
申
込
証

営
業
年
度

営
業
期
間

特
別
株
主

特
別
投
資
主

一
株

投
資
口
一
口

２

第
七
章
の
規
定
を
投
資
口
に
つ
い
て
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

政
令
で
定
め
る
。

第
百
二
十
九
条
第
三

商
号
及
び
振
替
株
式
の

商
号

項
第
二
号

種
類

第
百
二
十
九
条
第
三

株
主
（
端
株
主
を
含
む

投
資
主

項
第
四
号

。
以
下
同
じ
。
）

第
百
三
十
一
条
第
一

特
定
の
種
類
の
株
式

投
資
口

項

そ
の
旨

そ
の
旨
、
第
一
号
の
一

定
の
日
に
お
い
て
投
資
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証
券
は
無
効
と
な
る
旨

第
一
号
の

同
号
の

一
月
前
ま
で
に

一
月
前
ま
で
に
公
告
し

、
か
つ
、

株
主
名
簿

投
資
主
名
簿
（
投
資
信

託
及
び
投
資
法
人
に
関

す
る
法
律
第
八
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
投

資
主
名
簿
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

第
百
三
十
一
条
第
一

次
項
本
文
（
第
百
四
十

次
項
本
文

項
第
二
号

条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。

）同
条
第
三
項
（
第
百
四

同
条
第
三
項
（

十
条
第
二
項
及
び

、
第
百
四
十
条
第
二
項

及
び
第
百
四
十
六
条
第
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及
び
第
百
四
十
六
条
第

五
項

五
項

第
百
四
十
三
条
第
二
項

第
百
四
十
三
条
第
二
項

本
文
（
同
条
第
八
項
、

本
文

第
十
項
、
第
十
二
項
及

び
第
十
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

同
条
第
三
項
（
同
条
第

同
条
第
三
項

七
項
か
ら
第
十
項
ま
で

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第

七
項
か
ら
第
十
項
ま
で

第
百
三
十
一
条
第
三

以
後
、
速
や
か
に

に
お
い
て

項

特
定
の
種
類
の
株
式

投
資
口

第
百
三
十
一
条
第
六

６

前
項
の
規
定
は
、

６

前
項
の
規
定
は
、

項

同
項
第
二
号
（
こ
の

同
項
第
二
号
（
こ
の

項
に
お
い
て
準
用
す

項
に
お
い
て
準
用
す

－２３９－



る
場
合
を
含
む
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）

の
通
知
が
あ
っ
た
場

の
通
知
が
あ
っ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
通

合
に
お
け
る
当
該
通

知
を
受
け
た
口
座
管

知
を
受
け
た
口
座
管

理
機
関
に
つ
い
て
準

理
機
関
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

用
す
る
。

７

発
行
済
み
の
投
資

口
の
全
部
に
つ
い
て

投
資
信
託
及
び
投
資

法
人
に
関
す
る
法
律

第
八
十
三
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る

商
法
第
二
百
二
十
六

条
ノ
二
第
三
項
又
は

投
資
信
託
及
び
投
資

法
人
に
関
す
る
法
律

第
八
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
投
資

証
券
が
発
行
さ
れ
て

い
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
第
十
三
条
第
一

項
の
同
意
を
与
え
よ

う
と
す
る
と
き
に
は

－２４０－



、
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
発
行

者
は
、
そ
の
旨
及
び

同
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
同
項
第
一
号

の
一
定
の
日
の
一
月

前
ま
で
に
公
告
し
、

又
は
投
資
主
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
百
三
十
三
条
第
二

特
定
の
種
類
の
株
式

投
資
口

項
及
び
第
三
項

第
百
三
十
六
条
第
一

株
主
の
有
す
る
当
該
振

投
資
口

項

替
株
式
の
数
に
応
じ
て

商
法
第
二
百
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
株

式
の
消
却
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
又
は
当
該
振

替
株
式
に
つ
い
て
株
式

第
百
三
十
六
条
第
一

消
却
又
は
併
合

併
合

－２４１－



項
第
一
号
及
び
第
二

号第
百
三
十
六
条
第
一

商
法
第
二
百
十
三
条
第

第
二
百
五
十
六
条
第
一

項
第
三
号

四
項
又
は
同
法
第
二
百

項

十
五
条
ノ
二

第
百
三
十
六
条
第
三

一
定
の
日
（
株
式
の
消

一
定
の
日

項

却
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
一

定
の
日
に
商
法
第
三
百

七
十
六
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
手
続
が
終
了

し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
終
了
の
時
）

第
百
三
十
六
条
第
六

商
法
第
二
百
二
十
条
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項

一
項

人
に
関
す
る
法
律
第
八

十
六
条
第
一
項

第
百
三
十
七
条
第
一

商
法
第
二
百
十
九
条
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項
第
三
号

一
項

人
に
関
す
る
法
律
第
八

十
七
条
第
三
項

－２４２－



同
条
第
二
項

同
条
第
四
項

第
百
三
十
七
条
第
三

商
法
第
二
百
十
九
条
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項

二
項

人
に
関
す
る
法
律
第
八

十
七
条
第
四
項

第
百
四
十
二
条
第
一

発
行
し
、
又
は
存
続
会

発
行
し
よ
う
と
す
る

項

社
が
合
併
に
際
し
て
発

行
す
る
振
替
株
式
の
発

行
に
代
え
て
そ
の
有
す

る
自
己
の
振
替
株
式
を

移
転
し
よ
う
と
す
る

第
百
四
十
二
条
第
一

発
行
し
、
又
は
移
転
す

発
行
す
る

項
第
一
号

る

第
百
四
十
二
条
第
六

商
法
第
二
百
二
十
条
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項

一
項

人
に
関
す
る
法
律
第
八

十
六
条
第
一
項

第
百
四
十
三
条
第
一

発
行
し
、
又
は
存
続
会

発
行
し
よ
う
と
す
る

項

社
が
合
併
に
際
し
て
発

－２４３－



行
す
る
振
替
株
式
の
発

行
に
代
え
て
そ
の
有
す

る
自
己
の
振
替
株
式
を

移
転
し
よ
う
と
す
る

第
百
四
十
三
条
第
一

発
行
又
は
当
該
移
転

発
行

項
第
二
号

第
百
四
十
三
条
第
三

特
定
の
種
類
の
株
式

投
資
口

項第
百
四
十
四
条
第
二

発
行
し
、
又
は
移
転
し

発
行
し
た

項

た

第
百
四
十
五
条
第
一

発
行
し
、
又
は
存
続
会

発
行
し
よ
う
と
す
る

項

社
が
合
併
に
際
し
て
発

行
す
る
振
替
株
式
で
な

い
株
式
の
発
行
に
代
え

て
そ
の
有
す
る
振
替
株

式
で
な
い
自
己
の
株
式

を
移
転
し
よ
う
と
す
る

第
百
四
十
六
条
第
一

株
券
喪
失
登
録
が
さ
れ

第
百
三
十
一
条
第
一
項

－２４４－



項

た
株
券
の
株
式
、
商
法

第
一
号
の
一
定
の
日
に

第
二
百
三
十
条
ノ
八
第

お
い
て
公
示
催
告
手
続

三
項
第
一
号
の
株
式
、

が
行
わ
れ
て
い
る
投
資

同
項
第
六
号
の
新
株
又

証
券
の
投
資
口

は
同
条
第
六
項
の
株
式

こ
れ
ら
の
株
式
又
は
新

当
該
投
資
口

株第
百
三
十
条
第
一
項
、

第
百
三
十
一
条
第
四
項

第
百
三
十
一
条
第
四
項

及
び
第
百
四
十
三
条
第

（
第
百
四
十
条
第
一
項

四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第

百
四
十
三
条
第
四
項
（

同
条
第
八
項
及
び
第
十

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
六
条
第
二

商
法
第
二
百
三
十
条
ノ

同
項
の
投
資
証
券
に
係

項

八
第
一
項
に
規
定
す
る

る
除
権
決
定
の
正
本
又

日
（
同
法
第
二
百
三
十

は
謄
本
そ
の
他
の
主
務

条
ノ
七
第
二
項
（
同
条

省
令
で
定
め
る
も
の
を

－２４５－



第
四
項
に
お
い
て
準
用

添
付
し
て
請
求
が
あ
っ

す
る
場
合
を
含
む
。
）

た
場
合
に
は
、
遅
滞
な

の
規
定
に
よ
り
株
券
喪

く

失
登
録
が
抹
消
さ
れ
た

と
き
は
、
同
法
第
二
百

十
六
条
第
一
項
又
は
第

二
百
二
十
条
第
四
項
（

同
法
第
二
百
十
三
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の

期
間
内
に
利
害
関
係
人

が
異
議
を
述
べ
な
か
っ

た
場
合
に
お
け
る
そ
の

期
間
満
了
の
日
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て

株
券
喪
失
登
録
が
さ
れ

当
該
請
求
を
行
っ
た
者

た
株
券
の
株
式
に
つ
い

（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
の
そ
の
日
に
お
け
る

て
「
請
求
者
」
と
い
う

名
義
人
（
同
法
第
二
百

。
）

三
十
条
第
二
項
に
規
定

す
る
名
義
人
を
い
い
、

－２４６－



同
法
第
二
百
三
十
条
ノ

六
第
四
項
又
は
同
法
第

二
百
三
十
条
ノ
七
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
名
義

書
換
を
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
株
券
喪
失
登

録
者
（
同
法
第
二
百
三

十
条
ノ
二
第
二
項
に
規

定
す
る
株
券
喪
失
登
録

者
を
い
う
。
）
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）

名
義
人
が
同
法
第
二
百

請
求
者
が
当
該
申
出
の

三
十
条
ノ
八
第
一
項
に

日

規
定
す
る
日

名
義
人
の

請
求
者
の

第
百
四
十
六
条
第
三

商
法
第
二
百
三
十
条
ノ

同
項
の
請
求
が
あ
っ
た

項

八
第
一
項
に
規
定
す
る

場
合
に
は

日
以
後

－２４７－



第
百
四
十
六
条
第
三

名
義
人

請
求
者

項
第
二
号

第
百
四
十
六
条
第
五

特
定
の
種
類
の
株
式
が

投
資
口
が
振
替
投
資
口

項
の
表

振
替
株
式
と
な
る
前
に

と
な
る
前
に
当
該
投
資

当
該
株
式

口

商
法
第
二
百
三
十
条
ノ

第
百
四
十
六
条
第
二
項

八
第
一
項
に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
請
求
の
日

日
の
前
に
株
券
喪
失
登

の
前
に
当
該
請
求
に
係

録
が
さ
れ
た
株
券
の
株

る
投
資
口

式同
項
に
規
定
す
る
日
後

当
該
請
求
の
日
後
に
、

に
、
第
百
四
十
六
条
第

当
該
投
資
口

一
項
の
振
替
株
式

第
百
五
十
三
条
第
一

消
却
さ
れ
、
又
は
転
換

払
い
戻
さ
れ
た

項

さ
れ
た

第
百
五
十
五
条
第
三

権
利
及
び
同
法
第
二
百

権
利

項

九
十
三
条
ノ
五
第
一
項

の
金
銭
の
分
配
を
受
け

－２４８－



る
権
利

第
百
五
十
五
条
第
三

前
号
に
規
定
す
る

発
行
者
が
議
決
権
を
行

項
第
四
号

使
す
る
者
の
み
を
定
め

る
た
め
に
投
資
信
託
及

び
投
資
法
人
に
関
す
る

法
律
第
八
十
二
条
第
三

項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
商
法
第
二

百
二
十
四
条
ノ
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
一
定

の
日
を
定
め
た

第
百
五
十
七
条
第
一

消
却
又
は
転
換

払
戻
し

項第
百
五
十
七
条
第
二

消
却

払
戻
し

項第
百
五
十
七
条
第
三

商
法
第
二
百
二
十
条
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項

一
項
本
文

人
に
関
す
る
法
律
第
八

十
六
条
第
一
項

－２４９－



、
利
益
若
し
く
は
利
息

又
は
同
法
第
百
三
十
六

の
配
当
、
同
法
第
二
百

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

九
十
三
条
ノ
五
第
一
項

る
金
銭
の
分
配

の
金
銭
の
分
配
又
は
資

本
若
し
く
は
資
本
準
備

金
若
し
く
は
利
益
準
備

金
の
減
少
に
伴
う
払
戻

し

第
百
五
十
七
条
第
五

消
却

払
戻
し

項第
百
五
十
八
条
第
二

株
式
申
込
証

投
資
口
申
込
証
（
投
資

項
第
一
号

信
託
及
び
投
資
法
人
に

関
す
る
法
律
第
七
十
一

条
第
一
項
及
び
第
百
二

十
二
条
第
一
項
の
投
資

口
申
込
証
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

第
百
五
十
八
条
第
四

若
し
く
は
新
株
引
受
権

に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

項

証
書
に
記
載
し
、
又
は

ら
な
い
。

商
法
第
二
百
八
十
条
ノ

－２５０－



六
第
二
項
に
規
定
す
る

契
約
を
締
結
す
る
際
に

当
該
口
座
を
当
該
振
替

株
式
の
発
行
者
に
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
九
条
第
一

商
法
第
二
百
十
五
条
ノ

第
二
百
五
十
六
条
第
一

項
第
二
号

二
、
第
二
百
十
九
条
第

項
及
び
投
資
信
託
及
び

一
項
、
第
二
百
八
十
条

投
資
法
人
に
関
す
る
法

ノ
四
第
三
項
（
同
法
第

律
第
八
十
七
条
第
三
項

二
百
八
十
条
ノ
二
十
五

第
三
項
及
び
第
三
百
四

十
一
条
ノ
十
五
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
第

三
百
七
十
四
条
ノ
七
第

一
項
（
同
法
第
三
百
七

十
四
条
ノ
三
十
一
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

第
百
五
十
九
条
第
一

と
き
（
当
該
発
行
者
が

と
き
。

項
第
三
号

商
法
第
二
百
九
十
三
条

－２５１－



ノ
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
定
款
を
も
っ
て
営

業
年
度
中
の
一
定
の
日

を
定
め
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
営
業
年
度

ご
と
に
、
そ
の
日
が
到

来
し
た
と
き
（
第
一
号

に
該
当
す
る
と
き
を
除

く
。
）
。
）
。

株
主
（
当
該
発
行
者
が

投
資
主

同
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
を
も
っ
て
営
業
年
度

中
の
一
定
の
日
を
定
め

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
営
業
年
度
ご
と
の

そ
の
日
の
株
主
）

第
百
六
十
条
第
一
項

商
法
第
二
百
二
十
三
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法

第
一
項

人
に
関
す
る
法
律
第
八

十
二
条
第
一
項

同
法
第
二
百
六
条
第
一

同
法
第
七
十
九
条
第
一

－２５２－



項

項

第
百
六
十
条
第
三
項

前
二
項

第
一
項

株
主
名
簿
又
は
端
株
原

投
資
主
名
簿

簿

第
百
六
十
一
条

生
じ
た
と
き
又
は
単
元

生
じ
た
と
き

未
満
株
式
が
生
じ
た
と

き又
は
当
該
単
元
未
満
株

に
つ
い
て
は
、
当
該
端

式
に
つ
い
て
は
、
当
該

数
（

端
数
又
は
当
該
単
元
未

満
株
式
の
数
を
一
単
元

の
株
式
数
で
除
し
た
数

（
こ
れ
ら
の
数
に

第
百
六
十
二
条
第
一

商
法
第
二
百
六
条
第
一

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項

項

人
に
関
す
る
法
律
第
七

十
九
条
第
一
項

第
百
六
十
九
条
第
一

第
百
三
十
一
条
第
四
項

第
百
三
十
一
条
第
四
項

－２５３－



項
第
二
号

（
第
百
四
十
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
百
三
十
一
条
第
四
項

同
項
第
九
号

第
九
号
（
第
百
四
十
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
六
十
九
条
第
一

第
百
四
十
二
条
第
一
項

第
百
四
十
二
条
第
一
項

項
第
五
号

前
段
（
同
条
第
九
項
及

前
段

び
第
十
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。

）同
条
第
一
項
第
七
号
（

同
項
第
七
号

同
条
第
九
項
及
び
第
十

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

第
百
六
十
九
条
第
一

第
百
四
十
三
条
第
四
項

第
百
四
十
三
条
第
四
項

項
第
六
号

（
同
条
第
八
項
、
第
十

項
、
第
十
二
項
及
び
第

－２５４－



十
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

同
条
第
四
項
第
九
号
（

同
項
第
九
号

同
条
第
八
項
、
第
十
項

、
第
十
二
項
及
び
第
十

三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

（
発
行
済
み
の
投
資
口
を
振
替
投
資
口
と
す
る
場
合
の
特
例
）

第
二
百
五
十
三
条

発
行
者
が
投
資
法
人
の
成
立
後
に
投
資
口
に
つ
い
て
第
十
三

（
新
設
）

条
第
一
項
の
同
意
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
当
該
投
資
口
の
質
権
者
で
あ

っ
て
投
資
主
名
簿
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
投
資
主
名
簿
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
又
は
記
録
が

さ
れ
て
い
な
い
者
が
、
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
一
条

第
一
項
の
公
告
の
日
か
ら
同
項
第
一
号
の
一
定
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
当

該
質
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
投
資
主
名
簿
に
記
載
又
は
記
録
を
す

る
こ
と
を
請
求
し
た
と
き
は
、
発
行
者
は
、
当
該
投
資
口
に
つ
い
て
当
該
請
求

を
し
た
質
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
質
権
者
の
請
求
に
よ
る
記

載
又
は
記
録
で
あ
る
旨
を
投
資
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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（
振
替
投
資
口
の
払
戻
し
に
関
す
る
記
載
又
は
記
録
手
続
）

第
二
百
五
十
四
条

特
定
の
銘
柄
の
振
替
投
資
口
に
つ
い
て
、
そ
の
払
戻
し
を
受

（
新
設
）

け
よ
う
と
す
る
加
入
者
は
、
抹
消
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
は
、
抹
消
に
よ
り
そ
の
口
座
（
顧
客
口
座
を
除
く
。

）
に
お
い
て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
加
入
者
が
、
そ
の
直
近
上
位
機

関
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
前
段
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
振
替
機
関
等
は
、
第
四
項
か
ら
第

六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
申
請
に
お
い
て
次
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ

た
と
こ
ろ
に
従
い
、
当
該
申
請
に
係
る
振
替
投
資
口
に
つ
い
て
、
そ
の
備
え
る

振
替
口
座
簿
に
お
け
る
減
少
の
記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
通
知
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

第
一
項
前
段
の
申
請
を
す
る
加
入
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
人
」

と
い
う
。
）
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

当
該
抹
消
に
お
い
て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
振
替
投
資
口

の
銘
柄
及
び
口
数

二

当
該
申
請
人
の
口
座
に
お
い
て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
の
が
保

有
欄
か
、
又
は
質
権
欄
か
の
別

三

当
該
申
請
人
の
口
座
に
お
い
て
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
の
が
質

権
欄
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
振
替
投
資
口

に
つ
い
て
の
投
資
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
第
一
号
の
口
数
の

う
ち
当
該
投
資
主
ご
と
の
口
数

４

第
一
項
前
段
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
請
を
受
け
た
振
替
機
関

－２５６－



等
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
口
座
の
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
欄
に
お
け
る
次

に
掲
げ
る
記
載
又
は
記
録

イ

前
項
第
一
号
の
口
数
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

ロ

イ
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
の
が
質
権
欄
で
あ
る
場
合
に
は

、
前
項
第
三
号
の
投
資
主
ご
と
の
口
数
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
事
項
の
通
知

５

前
項
第
二
号
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関

等
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
通
知
を
し
た
口
座
管
理
機
関
の
口
座
の
顧
客
口
座
に
お
け
る
第
三
項

第
一
号
の
口
数
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
載
又
は
記
録

二

当
該
振
替
機
関
等
が
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
近
上
位
機
関

に
対
す
る
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
事
項
の
通
知

６

前
項
の
規
定
は
、
同
項
第
二
号
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
等
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

７

発
行
者
は
、
投
資
主
に
対
し
、
振
替
投
資
口
の
払
戻
し
を
す
る
の
と
引
換
え

に
そ
の
口
座
に
お
け
る
当
該
振
替
投
資
口
の
銘
柄
に
つ
い
て
の
当
該
払
戻
し
に

係
る
振
替
投
資
口
の
口
数
と
同
口
数
の
抹
消
を
そ
の
直
近
上
位
機
関
に
対
し
て

申
請
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
振
替
投
資
口
を
投
資
証
券
と
み
な
す
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

－２５７－



律
の
特
例
）

第
二
百
五
十
五
条

振
替
投
資
口
に
関
す
る
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る

（
新
設
）

法
律
第
百
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
九
十
七
条
並
び
に
第
二
百
十

九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
振
替
投
資
口
は
、
投
資
証
券
と
み
な
す
。

（
振
替
投
資
口
の
併
合
に
関
す
る
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の

特
例
）

第
二
百
五
十
六
条

発
行
者
は
、
振
替
投
資
口
に
つ
い
て
投
資
信
託
及
び
投
資
法

（
新
設
）

人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
投
資
口
の
併
合
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
発
行
者
の
定
め
る
一
定
の
日
に
お
い

て
そ
の
効
力
が
生
ず
る
旨
を
そ
の
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
公
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
投
資
口
の
併
合
は
、
同
項
の
一
定
の
日
に
そ

の
効
力
を
生
ず
る
。

（
振
替
投
資
口
の
発
行
無
効
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
関
す
る
投
資
信
託
及
び

投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
二
百
五
十
七
条

発
行
者
は
、
振
替
投
資
口
の
発
行
を
無
効
と
す
る
判
決
が
確

（
新
設
）

定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
振
替
投
資
口
に
つ
い
て
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
適
用

除
外
）

第
二
百
五
十
八
条

振
替
投
資
口
に
つ
い
て
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

（
新
設
）

－２５８－



す
る
法
律
第
七
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
商
法
第
二
百
七
条
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十

三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二

百
二
十
六
条
ノ
二
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
条
、

同
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
十
四
条
第
三
項
、

第
二
百
十
五
条
及
び
第
二
百
十
六
条
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

律
第
八
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
二
十
条
第
四
項
並
び

に
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
十
七
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
節

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
の
振
替

（
新
設
）

（
権
利
の
帰
属
）

第
二
百
五
十
九
条

優
先
出
資
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法

（
新
設
）

律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
優
先
出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
振
替
機
関
が
取
り
扱
う
も
の
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
振
替
優
先

出
資
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
権
利
の
帰
属
は
、
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
振

替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
す
る
。

２

発
行
者
が
、
そ
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
一
項
の
同
意
を
与
え
る

に
は
、
理
事
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七

項
に
規
定
す
る
理
事
を
い
う
。
）
の
決
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
優
先
出
資
証
券
の
不
発
行
等
）
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第
二
百
六
十
条

振
替
優
先
出
資
に
つ
い
て
は
、
優
先
出
資
証
券
（
協
同
組
織
金

（
新
設
）

融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
優
先
出

資
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

２

振
替
優
先
出
資
の
優
先
出
資
者
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す

る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
優
先
出
資
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

は
、
当
該
振
替
優
先
出
資
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
若
し
く
は
第
四
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
振

替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存
し
な
い
と
き
又
は
当
該
振
替
優
先
出
資

が
振
替
機
関
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
発
行
者
に
対
し
、
優
先
出
資
証
券
の
発
行
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

発
行
者
が
発
行
済
み
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
一
項
の
同
意
を
与

え
た
場
合
に
は
、
優
先
出
資
証
券
（
公
示
催
告
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
は
、
次
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
一
条
第
一
項

第
一
号
の
一
定
の
日
に
お
い
て
、
無
効
と
す
る
。

４

次
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
一

定
の
日
に
お
い
て
公
示
催
告
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
優
先
出
資
証
券
は
、
次
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
四
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
百
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ

た
日
に
お
い
て
、
無
効
と
す
る
。
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（
優
先
出
資
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
二
百
六
十
一
条

第
七
章
の
規
定
（
第
百
二
十
八
条
、
第
百
三
十
四
条
第
七
項

（
新
設
）

、
第
百
三
十
八
条
か
ら
第
百
四
十
一
条
ま
で
、
第
百
四
十
二
条
第
九
項
及
び
第

十
項
、
第
百
四
十
三
条
第
八
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
、
第
百
四
十
四
条
第
七
項

か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
百
四
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
百
五
十
三
条
第

六
項
、
第
百
五
十
四
条
第
六
項
、
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
三
号
、
第
百
五
十

八
条
第
一
項
、
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
五
項
、
第
百
六
十
条
第

二
項
、
第
百
六
十
四
条
か
ら
第
百
六
十
八
条
ま
で
並
び
に
第
百
六
十
九
条
第
一

項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
優
先

出
資
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
項
に
定
め
る
場
合
を
除

き
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

商
号

名
称

数

口
数

総
数

総
口
数

株
主
名
簿

優
先
出
資
者
名
簿

振
替
数

振
替
口
数

－２６１－



発
行
総
数

発
行
総
口
数

消
滅
会
社

消
滅
協
同
組
織
金
融
機
関

新
設
会
社

新
設
協
同
組
織
金
融
機
関

存
続
会
社

存
続
協
同
組
織
金
融
機
関

超
過
数

超
過
口
数

合
計
数

合
計
口
数

特
定
被
通
知
株
主

特
定
被
通
知
優
先
出
資
者

少
数
株
主
権
等

少
数
優
先
出
資
者
権
等

株
式
申
込
証

優
先
出
資
申
込
証

新
株
引
受
権
証
書

優
先
出
資
引
受
権
証
書

営
業
年
度

事
業
年
度

特
別
株
主

特
別
優
先
出
資
者
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一
株

優
先
出
資
一
口

２

第
七
章
の
規
定
を
優
先
出
資
に
つ
い
て
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は

、
政
令
で
定
め
る
。

第
百
二
十
九
条
第
三

株
主
（
端
株
主
を
含
む

優
先
出
資
者

項
第
四
号

。
以
下
同
じ
。
）

第
百
三
十
一
条
第
一

会
社
の
成
立
後
に

発
行
済
み
の

項

そ
の
旨

そ
の
旨
、
第
一
号
の
一

定
の
日
に
お
い
て
優
先

出
資
証
券
は
無
効
と
な

る
旨

第
一
号
の

同
号
の

一
月
前
ま
で
に

一
月
前
ま
で
に
公
告
し

、
か
つ
、

－２６３－



株
主
名
簿

優
先
出
資
者
名
簿
（
協

同
組
織
金
融
機
関
の
優

先
出
資
に
関
す
る
法
律

第
二
十
四
条
に
規
定
す

る
優
先
出
資
者
名
簿
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

記
載
又
は
記
録

記
載

第
百
三
十
一
条
第
一

次
項
本
文
（
第
百
四
十

次
項
本
文

項
第
二
号

条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。

）同
条
第
三
項
（
第
百
四

同
条
第
三
項
（

十
条
第
二
項
及
び

、
第
百
四
十
条
第
二
項

及
び

及
び

第
百
四
十
三
条
第
二
項

第
百
四
十
三
条
第
二
項

本
文
（
同
条
第
八
項
、

本
文

第
十
項
、
第
十
二
項
及

－２６４－



び
第
十
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

同
条
第
三
項
（
同
条
第

同
条
第
三
項

七
項
か
ら
第
十
項
ま
で

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第

七
項
か
ら
第
十
項
ま
で

第
百
三
十
一
条
第
三

以
後
、
速
や
か
に

に
お
い
て

項第
百
三
十
一
条
第
六

６

前
項
の
規
定
は
、

６

前
項
の
規
定
は
、

項

同
項
第
二
号
（
こ
の

同
項
第
二
号
（
こ
の

項
に
お
い
て
準
用
す

項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）

の
通
知
が
あ
っ
た
場

の
通
知
が
あ
っ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
通

合
に
お
け
る
当
該
通

知
を
受
け
た
口
座
管

知
を
受
け
た
口
座
管

理
機
関
に
つ
い
て
準

理
機
関
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

用
す
る
。

７

発
行
済
み
の
優
先
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出
資
の
全
部
に
つ
い

て
協
同
組
織
金
融
機

関
の
優
先
出
資
に
関

す
る
法
律
第
三
十
条

に
お
い
て
準
用
す
る

商
法
第
二
百
二
十
六

条
ノ
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
優
先
出
資

証
券
が
発
行
さ
れ
て

い
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
第
十
三
条
第
一

項
の
同
意
を
与
え
よ

う
と
す
る
と
き
に
は

、
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
発
行

者
は
、
そ
の
旨
及
び

同
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
同
項
第
一
号

の
一
定
の
日
の
一
月

前
ま
で
に
公
告
し
、

又
は
優
先
出
資
者
及

び
優
先
出
資
引
受
権

（
協
同
組
織
金
融
機

－２６６－



関
の
優
先
出
資
に
関

す
る
法
律
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
優

先
出
資
引
受
権
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

を
有
す
る
者
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
百
三
十
三
条
第
二

に
記
載
又
は
記
録

に
記
載

項
及
び
第
三
項

第
百
三
十
四
条
第
一

商
法
第
二
百
十
二
条
第

当
該
振
替
優
先
出
資
の

項

一
項
の
決
議
後
又
は
第

取
得
後
又
は
第
百
六
十

百
六
十
三
条
第
一
項
の

三
条
第
一
項
の
一
定
の

一
定
の
日
若
し
く
は
同

日
以
後

法
第
三
百
七
十
六
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
手

続
の
終
了
の
時
の
い
ず

れ
か
遅
い
時
以
後

第
百
三
十
五
条
第
一

商
法
第
二
百
十
三
条
第

協
同
組
織
金
融
機
関
の

項

一
項

優
先
出
資
に
関
す
る
法
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律
第
十
五
条
第
一
項

第
百
三
十
五
条
第
一

商
法
第
二
百
十
三
条
第

第
二
百
六
十
三
条
第
一

項
第
二
号

四
項

項

第
百
三
十
五
条
第
三

一
定
の
日
又
は
商
法
第

一
定
の
日

項

三
百
七
十
六
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
手
続
の

終
了
の
時
の
い
ず
れ
か

遅
い
時

第
百
三
十
六
条
第
一

商
法
第
二
百
十
三
条
第

協
同
組
織
金
融
機
関
の

項

一
項

優
先
出
資
に
関
す
る
法

律
第
十
五
条
第
一
項

場
合
又
は
当
該
振
替
株

場
合
に
は

式
に
つ
い
て
株
式
の
併

合
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
は

第
百
三
十
六
条
第
一

消
却
又
は
併
合

消
却

項
第
一
号
及
び
第
二

号
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第
百
三
十
六
条
第
一

商
法
第
二
百
十
三
条
第

第
二
百
六
十
三
条
第
一

項
第
三
号

四
項
又
は
同
法
第
二
百

項

十
五
条
ノ
二

第
百
三
十
六
条
第
三

一
定
の
日
（
株
式
の
消

一
定
の
日

項

却
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
一

定
の
日
に
商
法
第
三
百

七
十
六
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
手
続
が
終
了

し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
終
了
の
時
）

第
百
四
十
二
条
第
一

合
併
に
よ
り
消
滅
す
る

合
併
（
金
融
機
関
の
合

項

併
及
び
転
換
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
八
十
六
号
）
第

三
条
第
一
項
第
二
号
か

ら
第
六
号
ま
で
の
規
定

に
よ
る
合
併
を
除
く
。

第
百
四
十
五
条
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

－２６９－



り
消
滅
す
る

第
百
四
十
三
条
第
一

記
載
又
は
記
録

記
載

項第
百
四
十
四
条
第
二

に
記
載
又
は
記
録

に
記
載

項
及
び
第
三
項

第
百
四
十
六
条
第
一

株
券
喪
失
登
録
が
さ
れ

第
百
三
十
一
条
第
一
項

項

た
株
券
の
株
式
、
商
法

第
一
号
の
一
定
の
日
に

第
二
百
三
十
条
ノ
八
第

お
い
て
公
示
催
告
手
続

三
項
第
一
号
の
株
式
、

が
行
わ
れ
て
い
る
優
先

同
項
第
六
号
の
新
株
又

出
資
証
券
の
優
先
出
資

は
同
条
第
六
項
の
株
式

こ
れ
ら
の
株
式
又
は
新

当
該
優
先
出
資

株第
百
三
十
条
第
一
項
、

第
百
三
十
一
条
第
四
項

第
百
三
十
一
条
第
四
項

及
び
第
百
四
十
三
条
第

（
第
百
四
十
条
第
一
項

四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第

－２７０－



百
四
十
三
条
第
四
項
（

同
条
第
八
項
及
び
第
十

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
六
条
第
二

商
法
第
二
百
三
十
条
ノ

同
項
の
優
先
出
資
証
券

項

八
第
一
項
に
規
定
す
る

に
係
る
除
権
決
定
の
正

日
（
同
法
第
二
百
三
十

本
又
は
謄
本
そ
の
他
の

条
ノ
七
第
二
項
（
同
条

主
務
省
令
で
定
め
る
も

第
四
項
に
お
い
て
準
用

の
を
添
付
し
て
請
求
が

す
る
場
合
を
含
む
。
）

あ
っ
た
場
合
に
は
、
遅

の
規
定
に
よ
り
株
券
喪

滞
な
く

失
登
録
が
抹
消
さ
れ
た

と
き
は
、
同
法
第
二
百

十
六
条
第
一
項
又
は
第

二
百
二
十
条
第
四
項
（

同
法
第
二
百
十
三
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の

期
間
内
に
利
害
関
係
人

が
異
議
を
述
べ
な
か
っ

た
場
合
に
お
け
る
そ
の

期
間
満
了
の
日
。
以
下

－２７１－



こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て

株
券
喪
失
登
録
が
さ
れ

当
該
請
求
を
行
っ
た
者

た
株
券
の
株
式
に
つ
い

（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
の
そ
の
日
に
お
け
る

て
「
請
求
者
」
と
い
う

名
義
人
（
同
法
第
二
百

。
）

三
十
条
第
二
項
に
規
定

す
る
名
義
人
を
い
い
、

同
法
第
二
百
三
十
条
ノ

六
第
四
項
又
は
同
法
第

二
百
三
十
条
ノ
七
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
名
義

書
換
を
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
株
券
喪
失
登

録
者
（
同
法
第
二
百
三

十
条
ノ
二
第
二
項
に
規

定
す
る
株
券
喪
失
登
録

者
を
い
う
。
）
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）

名
義
人
が
同
法
第
二
百

請
求
者
が
当
該
申
出
の

－２７２－



三
十
条
ノ
八
第
一
項
に

日

規
定
す
る
日

名
義
人
の

請
求
者
の

第
百
四
十
六
条
第
三

商
法
第
二
百
三
十
条
ノ

同
項
の
請
求
が
あ
っ
た

項

八
第
一
項
に
規
定
す
る

場
合
に
は

日
以
後

第
百
四
十
六
条
第
三

名
義
人

請
求
者

項
第
二
号

第
百
四
十
六
条
第
五

商
法
第
二
百
三
十
条
ノ

第
百
四
十
六
条
第
二
項

項
の
表

八
第
一
項
に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
請
求
の
日

日
の
前
に
株
券
喪
失
登

の
前
に
当
該
請
求
に
係

録
が
さ
れ
た
株
券
の
株

る
優
先
出
資

式同
項
に
規
定
す
る
日
後

当
該
請
求
の
日
後
に
、

に
、
第
百
四
十
六
条
第

当
該
優
先
出
資

一
項
の
振
替
株
式

第
百
五
十
三
条
第
一

消
却
さ
れ
、
又
は
転
換

消
却
さ
れ
た
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項

さ
れ
た

第
百
五
十
五
条
第
三

権
利
及
び
同
法
第
二
百

権
利

項

九
十
三
条
ノ
五
第
一
項

の
金
銭
の
分
配
を
受
け

る
権
利

第
百
五
十
五
条
第
三

商
法
第
二
百
四
十
一
条

協
同
組
織
金
融
機
関
の

項
第
二
号

第
二
項

優
先
出
資
に
関
す
る
法

律
第
三
十
二
条
第
二
項

第
百
五
十
五
条
第
三

前
号
に
規
定
す
る

発
行
者
が
議
決
権
を
行

項
第
四
号

使
す
る
者
の
み
を
定
め

る
た
め
に
協
同
組
織
金

融
機
関
の
優
先
出
資
に

関
す
る
法
律
第
二
十
五

条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
商
法
第
二

百
二
十
四
条
ノ
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
一
定

の
日
を
定
め
た

商
法
第
二
百
四
十
一
条

協
同
組
織
金
融
機
関
の
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第
三
項

優
先
出
資
に
関
す
る
法

律
第
三
十
二
条
第
三
項

第
百
五
十
七
条
第
一

消
却
又
は
転
換

消
却

項第
百
五
十
七
条
第
三

利
益
若
し
く
は
利
息
の

協
同
組
織
金
融
機
関
の

項

配
当
、
同
法
第
二
百
九

優
先
出
資
に
関
す
る
法

十
三
条
ノ
五
第
一
項
の

律
第
四
条
第
一
項
第
二

金
銭
の
分
配
又
は
資
本

号
に
規
定
す
る
優
先
的

若
し
く
は
資
本
準
備
金

配
当
又
は
同
法
第
十
九

若
し
く
は
利
益
準
備
金

条
第
十
一
項
の
規
定
に

の
減
少
に
伴
う
払
戻
し

よ
る
剰
余
金
の
配
当

第
百
五
十
八
条
第
二

株
式
申
込
証

優
先
出
資
申
込
証
（
協

項
第
一
号

同
組
織
金
融
機
関
の
優

先
出
資
に
関
す
る
法
律

第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
優
先
出
資
申
込
証

を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）

第
百
五
十
八
条
第
二

新
株
引
受
権
証
書

優
先
出
資
引
受
権
証
書

－２７５－



項
第
二
号

（
協
同
組
織
金
融
機
関

の
優
先
出
資
に
関
す
る

法
律
第
六
条
第
二
項
第

三
号
に
規
定
す
る
優
先

出
資
引
受
権
証
書
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

第
百
五
十
八
条
第
三

記
載
し
、
又
は
記
録

記
載

項第
百
五
十
八
条
第
四

記
載
し
、
又
は
商
法
第

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

項

二
百
八
十
条
ノ
六
第
二

な
い
。

項
に
規
定
す
る
契
約
を

締
結
す
る
際
に
当
該
口

座
を
当
該
振
替
株
式
の

発
行
者
に
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
九
条
第
一

商
法
第
二
百
十
五
条
ノ

協
同
組
織
金
融
機
関
の

項
第
二
号

二
、
第
二
百
十
九
条
第

優
先
出
資
に
関
す
る
法

一
項
、
第
二
百
八
十
条

律
第
六
条
第
五
項
に
お

ノ
四
第
三
項
（
同
法
第

い
て
読
み
替
え
て
準
用

二
百
八
十
条
ノ
二
十
五

す
る
商
法
第
二
百
八
十

－２７６－



第
三
項
及
び
第
三
百
四

条
ノ
四
第
三
項
又
は
協

十
一
条
ノ
十
五
第
四
項

同
組
織
金
融
機
関
の
優

に
お
い
て
準
用
す
る
場

先
出
資
に
関
す
る
法
律

合
を
含
む
。
）
又
は
第

第
十
六
条
第
五
項
に
お

三
百
七
十
四
条
ノ
七
第

い
て
読
み
替
え
て
準
用

一
項
（
同
法
第
三
百
七

す
る
商
法
第
二
百
十
九

十
四
条
ノ
三
十
一
第
三

条
第
一
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

第
百
五
十
九
条
第
一

と
き
（
当
該
発
行
者
が

と
き
。

項
第
三
号

商
法
第
二
百
九
十
三
条

ノ
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
定
款
を
も
っ
て
営

業
年
度
中
の
一
定
の
日

を
定
め
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
営
業
年
度

ご
と
に
、
そ
の
日
が
到

来
し
た
と
き
（
第
一
号

に
該
当
す
る
と
き
を
除

く
。
）
。
）
。

株
主
（
当
該
発
行
者
が

優
先
出
資
者

－２７７－



同
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
を
も
っ
て
営
業
年
度

中
の
一
定
の
日
を
定
め

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
営
業
年
度
ご
と
の

そ
の
日
の
株
主
）

第
百
六
十
条
第
一
項

商
法
第
二
百
二
十
三
条

協
同
組
織
金
融
機
関
の

第
一
項

優
先
出
資
に
関
す
る
法

律
第
二
十
四
条

記
載
し
、
又
は
記
録

記
載

同
法
第
二
百
六
条
第
一

協
同
組
織
金
融
機
関
の

項

優
先
出
資
に
関
す
る
法

律
第
二
十
三
条
第
一
項

第
百
六
十
条
第
三
項

前
二
項

第
一
項

株
主
名
簿
又
は
端
株
原

優
先
出
資
者
名
簿

簿記
載
し
、
又
は
記
録

記
載

－２７８－



第
百
六
十
条
第
四
項

記
載
し
、
又
は
記
録

記
載

第
百
六
十
条
第
五
項

記
載
さ
れ
、
又
は
記
録

記
載
さ
れ
た

さ
れ
た

第
百
六
十
一
条

生
じ
た
と
き
又
は
単
元

生
じ
た
と
き

未
満
株
式
が
生
じ
た
と

き商
法
第
二
百
四
十
一
条

協
同
組
織
金
融
機
関
の

第
一
項

優
先
出
資
に
関
す
る
法

律
第
三
十
二
条
第
一
項

又
は
当
該
単
元
未
満
株

に
つ
い
て
は
、
当
該
端

式
に
つ
い
て
は
、
当
該

数
（

端
数
又
は
当
該
単
元
未

満
株
式
の
数
を
一
単
元

の
株
式
数
で
除
し
た
数

（
こ
れ
ら
の
数
に

第
百
六
十
二
条
第
一

商
法
第
二
百
六
条
第
一

協
同
組
織
金
融
機
関
の

項

項

優
先
出
資
に
関
す
る
法

－２７９－



律
第
二
十
三
条
第
一
項

第
百
六
十
三
条
第
一

商
法
第
二
百
十
三
条
第

協
同
組
織
金
融
機
関
の

項

一
項

優
先
出
資
に
関
す
る
法

律
第
十
五
条
第
一
項

場
合
（

場
合
（
自
己
の
有
す
る

優
先
出
資
の
み
を
消
却

し
よ
う
と
す
る
場
合
並

び
に

同
法
第
二
百
十
三
条
第

第
二
百
六
十
三
条
第
一

四
項

項

一
定
の
日
又
は
同
法
第

一
定
の
日

三
百
七
十
六
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
手
続
の

終
了
の
時
の
い
ず
れ
か

遅
い
時

第
百
六
十
三
条
第
二

場
合
に
は

場
合
に
は
、
第
二
百
六

項

十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず

－２８０－



同
条
第
四
項
第
一
号
イ

第
百
三
十
四
条
第
四
項

第
一
号
イ

第
百
六
十
九
条
第
一

第
百
三
十
一
条
第
四
項

第
百
三
十
一
条
第
四
項

項
第
二
号

（
第
百
四
十
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
百
三
十
一
条
第
四
項

同
項
第
九
号

第
九
号
（
第
百
四
十
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
六
十
九
条
第
一

第
百
四
十
二
条
第
一
項

第
百
四
十
二
条
第
一
項

項
第
五
号

前
段
（
同
条
第
九
項
及

前
段

び
第
十
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。

）同
条
第
一
項
第
七
号
（

同
項
第
七
号

同
条
第
九
項
及
び
第
十

項
に
お
い
て
準
用
す
る

－２８１－



場
合
を
含
む
。
）

第
百
六
十
九
条
第
一

第
百
四
十
三
条
第
四
項

第
百
四
十
三
条
第
四
項

項
第
六
号

（
同
条
第
八
項
、
第
十

項
、
第
十
二
項
及
び
第

十
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

同
条
第
四
項
第
九
号
（

同
項
第
九
号

同
条
第
八
項
、
第
十
項

、
第
十
二
項
及
び
第
十

三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

（
発
行
済
み
の
優
先
出
資
を
振
替
優
先
出
資
と
す
る
場
合
の
特
例
）

第
二
百
六
十
二
条

発
行
者
が
発
行
済
み
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
一

（
新
設
）

項
の
同
意
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
当
該
優
先
出
資
の
質
権
者
で
あ
っ
て

優
先
出
資
者
名
簿
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
第
二
十

四
条
に
規
定
す
る
優
先
出
資
者
名
簿
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
が
さ
れ

て
い
な
い
者
が
、
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
一
条
第
一

項
の
公
告
の
日
か
ら
同
項
第
一
号
の
一
定
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
質

権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
優
先
出
資
者
名
簿
に
記
載
す
る
こ
と
を
請

－２８２－



求
し
た
と
き
は
、
発
行
者
は
、
当
該
優
先
出
資
に
つ
い
て
当
該
請
求
を
し
た
質

権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
質
権
者
の
請
求
に
よ
る
記
載
で
あ
る

旨
を
優
先
出
資
者
名
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
振
替
優
先
出
資
の
消
却
に
関
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す

る
法
律
の
特
例
）

第
二
百
六
十
三
条

発
行
者
は
、
振
替
優
先
出
資
に
つ
い
て
協
同
組
織
金
融
機
関

（
新
設
）

の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
出
資
の
消

却
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
自
己
の
有
す
る
優
先
出
資
の
み
を
消
却
し
よ
う
と

す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
発
行
者
の
定
め
る
一
定
の
日

に
お
い
て
そ
の
効
力
が
生
ず
る
旨
を
そ
の
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
公
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
優
先
出
資
の
消
却
は
、
同
項
の
一
定
の
日
に

そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
振
替
優
先
出
資
の
発
行
無
効
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
関
す
る
協
同
組
織
金

融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
二
百
六
十
四
条

発
行
者
は
、
振
替
優
先
出
資
の
発
行
を
無
効
と
す
る
判
決
が

（
新
設
）

確
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
振
替
優
先
出
資
に
つ
い
て
の
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法

律
の
適
用
除
外
）

第
二
百
六
十
五
条

振
替
優
先
出
資
に
つ
い
て
は
、
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先

（
新
設
）

－２８３－



出
資
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
十

七
第
二
項
、
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二

百
二
十
条
第
四
項
、
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
第
十
六

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

二
百
十
六
条
並
び
に
第
二
百
二
十
条
第
四
項
、
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出

資
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
同
法
第
二
十
六
条

第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
七
条
第
二
項
、
協
同

組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
並
び
に
同
法
第
三
十

条
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
二
十
六
条
ノ
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

。

第
三
節

特
定
目
的
会
社
の
優
先
出
資
の
振
替

（
新
設
）

（
権
利
の
帰
属
）

第
二
百
六
十
六
条

優
先
出
資
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項

（
新
設
）

に
規
定
す
る
優
先
出
資
を
い
い
、
旧
資
産
流
動
化
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
優
先
出
資
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
振
替
機
関
が
取
り

扱
う
も
の
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
振
替
優
先
出
資
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
の
権
利
の
帰
属
は
、
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録

に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
す
る
。

２

発
行
者
が
、
そ
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
一
項
の
同
意
を
与
え
る

に
は
、
取
締
役
の
決
定
（
取
締
役
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ
の
過
半
数
を
も
っ

－２８４－



て
す
る
決
定
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
優
先
出
資
証
券
の
不
発
行
等
）

第
二
百
六
十
七
条

振
替
優
先
出
資
に
つ
い
て
は
、
優
先
出
資
証
券
（
資
産
の
流

（
新
設
）

動
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
を
い
い
、
旧

資
産
流
動
化
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
単
位
未
満
優
先
出
資
証
券
（
資
産
の
流
動
化
に

関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
単
位
未
満
優
先
出
資

証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

振
替
優
先
出
資
の
優
先
出
資
社
員
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十

六
条
に
規
定
す
る
優
先
出
資
社
員
を
い
い
、
旧
資
産
流
動
化
法
第
二
十
六
条
に

規
定
す
る
優
先
出
資
社
員
及
び
単
位
未
満
優
先
出
資
証
券
を
発
行
し
な
い
旨
の

資
産
流
動
化
計
画
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す

る
資
産
流
動
化
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
定
め
の
な
い
特
定
目
的
会
社

の
単
位
未
満
優
先
出
資
社
員
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
の

三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
位
未
満
優
先
出
資
社
員
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
振
替
優
先
出
資
を
取
り
扱
う
振
替
機

関
が
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
取
り
消
さ

れ
た
場
合
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
が
効
力
を

失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存
し
な
い

と
き
又
は
当
該
振
替
優
先
出
資
が
振
替
機
関
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
な
く
な
っ

た
と
き
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
行
者
に
対
し
、
優
先
出
資
証

券
（
単
位
未
満
優
先
出
資
社
員
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
未
満
優
先
出
資
証

－２８５－



券
）
の
発
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

発
行
者
が
発
行
済
み
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
一
項
の
同
意
を
与

え
た
場
合
に
は
、
優
先
出
資
証
券
及
び
単
位
未
満
優
先
出
資
証
券
（
そ
れ
ぞ
れ

公
示
催
告
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
一
定
の
日
に
お
い
て
、
無

効
と
す
る
。

４

次
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
一

定
の
日
に
お
い
て
公
示
催
告
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
優
先
出
資
証
券
及
び
単
位

未
満
優
先
出
資
証
券
は
、
次
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
四
十
六

条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
増
加
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
日
に
お
い
て
、
無
効
と
す
る
。

（
優
先
出
資
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
二
百
六
十
八
条

第
七
章
の
規
定
（
第
百
二
十
八
条
、
第
百
三
十
四
条
第
七
項

（
新
設
）

、
第
百
三
十
七
条
か
ら
第
百
四
十
五
条
ま
で
、
第
百
五
十
三
条
第
六
項
、
第
百

五
十
四
条
第
六
項
、
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
三
号
、
第
百
五
十
八
条
第
一
項

並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
百
六
十
四
条
、
第
百
六
十
五
条
、
第

百
六
十
七
条
、
第
百
六
十
八
条
並
び
に
第
百
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第

六
号
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
優
先
出
資
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

－２８６－



数

口
数

端
株
主

単
位
未
満
優
先
出
資
社
員

総
数

総
口
数

株
主
名
簿

優
先
出
資
社
員
名
簿

振
替
数

振
替
口
数

発
行
総
数

発
行
総
口
数

超
過
数

超
過
口
数

合
計
数

合
計
口
数

特
定
被
通
知
株
主

特
定
被
通
知
優
先
出
資
社
員

少
数
株
主
権
等

少
数
優
先
出
資
社
員
権
等

新
株
予
約
権

新
優
先
出
資
の
引
受
権

株
式
申
込
証

優
先
出
資
申
込
証

－２８７－



特
別
株
主

特
別
優
先
出
資
社
員

一
株

優
先
出
資
一
口

端
株
原
簿

単
位
未
満
優
先
出
資
原
簿

２

第
七
章
の
規
定
を
優
先
出
資
に
つ
い
て
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は

、
政
令
で
定
め
る
。

第
百
二
十
九
条
第
三

以
下

第
百
三
十
一
条
第
一
項

項
第
四
号

を
除
き
、
以
下

第
百
三
十
一
条
第
一

会
社
の
成
立
後
に

発
行
済
み
の

項

そ
の
旨
及
び

そ
の
旨
、
第
一
号
の
一

定
の
日
に
お
い
て
優
先

出
資
証
券
及
び
単
位
未

満
優
先
出
資
証
券
は
無

効
と
な
る
旨
並
び
に

－２８８－



第
一
号
の

同
号
の

一
月
前
ま
で
に

一
月
前
ま
で
に
公
告
し

、
か
つ
、

株
主
及
び
株
主
名
簿

優
先
出
資
社
員
等
（
優

先
出
資
社
員
及
び
単
位

未
満
優
先
出
資
原
簿
（

資
産
の
流
動
化
に
関
す

る
法
律
第
四
十
八
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る

単
位
未
満
優
先
出
資
原

簿
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
記
載
又
は
記
録

の
あ
る
単
位
未
満
優
先

出
資
社
員
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
優
先
出
資

社
員
名
簿
（
資
産
の
流

動
化
に
関
す
る
法
律
第

四
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
優
先
出
資
社
員

名
簿
を
い
い
、
旧
資
産

－２８９－



流
動
化
法
第
四
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
優

先
出
資
社
員
名
簿
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）

第
百
三
十
一
条
第
一

株
主
（

優
先
出
資
社
員
等
（

項
第
一
号

及
び
当
該
質
権
者

及
び
当
該
質
権
者
並
び

に
当
該
一
定
の
日
の
前

日
ま
で
に
単
位
未
満
優

先
出
資
証
券
の
提
出
が

あ
っ
た
単
位
未
満
優
先

出
資
社
員
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
証
券
提

出
単
位
未
満
優
先
出
資

社
員
」
と
い
う
。
）
及

び
当
該
単
位
未
満
優
先

出
資
証
券
に
係
る
単
位

未
満
優
先
出
資
の
質
権

者

第
四
項

第
四
項
（
第
八
号
の
二

及
び
第
八
号
の
三
を
除

－２９０－



く
。
）

第
百
三
十
一
条
第
一

二

前
号
の
株
主
又
は

二

前
号
の
優
先
出
資

項
第
二
号

質
権
者
の
た
め
に
開

社
員
等
、
質
権
者
又

設
さ
れ
た
当
該
振
替

は
証
券
提
出
単
位
未

株
式
の
振
替
を
行
う

満
優
先
出
資
社
員
の

た
め
の
口
座
（
次
項

た
め
に
開
設
さ
れ
た

本
文
（
第
百
四
十
条

当
該
振
替
優
先
出
資

第
一
項
に
お
い
て
準

の
振
替
を
行
う
た
め

用
す
る
場
合
を
含
む

の
口
座
（
次
項
本
文

。
）
、
第
百
三
十
三

、
第
百
三
十
三
条
第

条
第
二
項
第
一
号
（

二
項
第
一
号
（
同
条

同
条
第
三
項
（
第
百

第
三
項
（
第
百
四
十

四
十
条
第
二
項
及
び

六
条
第
五
項
に
お
い

第
百
四
十
六
条
第
五

て
準
用
す
る
場
合
を

項
に
お
い
て
準
用
す

含
む
。
）
及
び
第
百

る
場
合
を
含
む
。
）

四
十
六
条
第
五
項
に

、
第
百
四
十
条
第
二

お
い
て
準
用
す
る
場

項
及
び
第
百
四
十
六

合
を
含
む
。
）
又
は

条
第
五
項
に
お
い
て

第
百
四
十
六
条
第
二

準
用
す
る
場
合
を
含

項
本
文
の
申
出
に
よ

む
。
）
、
第
百
四
十

り
振
替
機
関
等
が
開

三
条
第
二
項
本
文
（

設
し
た
口
座
（
以
下

－２９１－



同
条
第
八
項
、
第
十

こ
の
章
に
お
い
て
「

項
、
第
十
二
項
及
び

既
存
特
別
口
座
」
と

第
十
三
項
に
お
い
て

い
う
。
）
を
除
く
。

準
用
す
る
場
合
を
含

）
を
前
号
の
一
定
の

む
。
）
、
第
百
四
十

日
ま
で
に
当
該
発
行

四
条
第
二
項
第
一
号

者
に
通
知
す
べ
き
旨

（
同
条
第
三
項
（
同

二
の
二

単
位
未
満
優

条
第
七
項
か
ら
第
十

先
出
資
証
券
を
第
一

項
ま
で
に
お
い
て
準

号
の
一
定
の
日
の
前

用
す
る
場
合
を
含
む

日
ま
で
に
当
該
発
行

。
）
及
び
第
七
項
か

者
に
提
出
す
べ
き
旨

ら
第
十
項
ま
で
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第

百
四
十
六
条
第
二
項

本
文
の
申
出
に
よ
り

振
替
機
関
等
が
開
設

し
た
口
座
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
既

存
特
別
口
座
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）

を
前
号
の
一
定
の
日

ま
で
に
当
該
発
行
者

－２９２－



に
通
知
す
べ
き
旨

第
百
三
十
一
条
第
二

株
主
又
は
質
権
者

優
先
出
資
社
員
等
、
質

項

権
者
又
は
証
券
提
出
単

位
未
満
優
先
出
資
社
員

株
主
又
は
当
該
質
権
者

優
先
出
資
社
員
等
、
当

該
質
権
者
又
は
当
該
証

券
提
出
単
位
未
満
優
先

出
資
社
員

第
百
三
十
一
条
第
三

以
後
、
速
や
か
に

に
お
い
て

項第
百
三
十
一
条
第
四

株
主
又
は
質
権
者

優
先
出
資
社
員
等
、
質

項
第
二
号

権
者
又
は
証
券
提
出
単

位
未
満
優
先
出
資
社
員

第
百
三
十
一
条
第
四

八

第
百
二
十
九
条
第

八

第
百
二
十
九
条
第

項
第
八
号

三
項
第
七
号
に
掲
げ

三
項
第
七
号
に
掲
げ

る
事
項
の
う
ち
、
発

る
事
項
の
う
ち
、
発

行
者
が
知
り
得
る
事

行
者
が
知
り
得
る
事

項
と
し
て
政
令
で
定

項
と
し
て
政
令
で
定

－２９３－



め
る
事
項

め
る
事
項

八
の
二

単
位
未
満
優

先
出
資
証
券
が
発
行

さ
れ
た
単
位
未
満
優

先
出
資
の
う
ち
、
第

一
項
第
一
号
の
一
定

の
日
の
前
日
ま
で
に

当
該
発
行
者
に
対
し

単
位
未
満
優
先
出
資

証
券
の
提
出
が
な
か

っ
た
も
の
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
合
計

口
数

八
の
三

前
号
に
規
定

す
る
場
合
に
は
、
当

該
発
行
者
の
口
座
（

二
以
上
あ
る
と
き
は

、
そ
の
う
ち
の
一
）

第
百
三
十
一
条
第
五

掲
げ
る
記
載
又
は
記
録

掲
げ
る
措
置

項
第
一
号

第
百
三
十
一
条
第
五

株
主

優
先
出
資
社
員
等
又
は

－２９４－



項
第
一
号
イ

証
券
提
出
単
位
未
満
優

先
出
資
社
員

第
百
三
十
一
条
第
五

ホ

当
該
口
座
に
お
け

ホ

当
該
口
座
に
お
け

項
第
一
号
ホ

る
前
項
第
八
号
に
掲

る
前
項
第
八
号
に
掲

げ
る
事
項
の
記
載
又

げ
る
事
項
の
記
載
又

は
記
録

は
記
録

へ

当
該
振
替
機
関
が

前
項
第
八
号
の
三
の

口
座
を
開
設
し
た
も

の
で
あ
る
場
合
に
は

、
当
該
口
座
の
保
有

欄
に
お
け
る
同
項
第

八
号
の
二
の
口
数
の

増
加
の
記
載
又
は
記

録
ト

当
該
振
替
機
関
が

前
項
第
八
号
の
三
の

口
座
を
開
設
し
た
も

の
で
な
い
場
合
に
は

、
そ
の
直
近
下
位
機

関
で
あ
っ
て
同
号
の

発
行
者
の
上
位
機
関

－２９５－



で
あ
る
も
の
の
口
座

の
顧
客
口
座
に
お
け

る
当
該
発
行
者
に
係

る
同
項
第
八
号
の
二

の
口
数
の
増
加
の
記

載
又
は
記
録
及
び
当

該
直
近
下
位
機
関
に

対
す
る
同
号
及
び
同

項
第
八
号
の
三
に
掲

げ
る
事
項
の
通
知

第
百
三
十
一
条
第
五

二

当
該
振
替
機
関
が

二

当
該
振
替
機
関
が

項
第
二
号

前
項
第
三
号
の
口
座

前
項
第
三
号
の
口
座

を
開
設
し
た
も
の
で

を
開
設
し
た
も
の
で

な
い
場
合
に
は
、
そ

な
い
場
合
に
は
、
次

の
直
近
下
位
機
関
で

に
掲
げ
る
措
置

あ
っ
て
同
項
第
二
号

イ

当
該
振
替
機
関

の
加
入
者
の
上
位
機

の
直
近
下
位
機
関

関
で
あ
る
も
の
の
口

で
あ
っ
て
前
項
第

座
の
顧
客
口
座
に
お

二
号
の
加
入
者
の

け
る
当
該
加
入
者
に

上
位
機
関
で
あ
る

係
る
同
項
第
四
号
の

も
の
の
口
座
の
顧

数
と
同
項
第
五
号
の

客
口
座
に
お
け
る

－２９６－



振
替
株
式
の
数
を
合

当
該
加
入
者
に
係

計
し
た
数
の
増
加
の

る
同
項
第
四
号
の

記
載
又
は
記
録
及
び

口
数
と
同
項
第
五

当
該
直
近
下
位
機
関

号
の
振
替
優
先
出

に
対
す
る
同
項
第
一

資
の
口
数
を
合
計

号
か
ら
第
八
号
ま
で

し
た
口
数
の
増
加

に
掲
げ
る
事
項
の
通

の
記
載
又
は
記
録

知

及
び
当
該
直
近
下

位
機
関
に
対
す
る

同
項
第
一
号
か
ら

第
八
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
の
通
知

ロ

当
該
振
替
機
関

が
前
項
第
八
号
の

三
の
口
座
を
開
設

し
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該

口
座
の
保
有
欄
に

お
け
る
同
項
第
八

号
の
二
の
口
数
の

増
加
の
記
載
又
は

記
録

ハ

当
該
振
替
機
関

－２９７－



が
前
項
第
八
号
の

三
の
口
座
を
開
設

し
た
も
の
で
な
い

場
合
に
は
、
そ
の

直
近
下
位
機
関
で

あ
っ
て
同
号
の
発

行
者
の
上
位
機
関

で
あ
る
も
の
の
口

座
の
顧
客
口
座
に

お
け
る
当
該
発
行

者
に
係
る
同
項
第

八
号
の
二
の
口
数

の
増
加
の
記
載
又

は
記
録
並
び
に
当

該
直
近
下
位
機
関

に
対
す
る
同
号
及

び
同
項
第
八
号
の

三
に
掲
げ
る
事
項

の
通
知

第
百
三
十
一
条
第
六

６

前
項
の
規
定
は
、

６

前
項
の
規
定
は
、

項

同
項
第
二
号
（
こ
の

同
項
第
一
号
ト
並
び

項
に
お
い
て
準
用
す

に
第
二
号
イ
及
び
ハ

－２９８－



る
場
合
を
含
む
。
）

（
こ
れ
ら
の
規
定
を

の
通
知
が
あ
っ
た
場

こ
の
項
に
お
い
て
準

合
に
お
け
る
当
該
通

用
す
る
場
合
を
含
む

知
を
受
け
た
口
座
管

。
）
の
通
知
が
あ
っ

理
機
関
に
つ
い
て
準

た
場
合
に
お
け
る
当

用
す
る
。

該
通
知
を
受
け
た
口

座
管
理
機
関
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

７

発
行
済
み
の
優
先

出
資
の
全
部
に
つ
い

て
資
産
の
流
動
化
に

関
す
る
法
律
第
四
十

九
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
商
法
第

二
百
二
十
六
条
ノ
二

第
三
項
の
規
定
に
よ

り
優
先
出
資
証
券
が

発
行
さ
れ
て
い
な
い

場
合
で
あ
っ
て
、
資

産
の
流
動
化
に
関
す

る
法
律
第
四
十
八
条

の
四
の
二
第
一
項
本

文
の
請
求
が
な
い
と

－２９９－



き
又
は
同
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
単

位
未
満
優
先
出
資
証

券
が
発
行
さ
れ
て
い

な
い
と
き
（
旧
資
産

流
動
化
法
第
四
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す

る
商
法
第
二
百
二
十

六
条
ノ
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
優
先
出

資
証
券
が
発
行
さ
れ

て
い
な
い
場
合
を
含

む
。
）
に
お
い
て
、

第
十
三
条
第
一
項
の

同
意
を
与
え
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
第

一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
発
行
者
は

、
そ
の
旨
及
び
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
同
項
第
一
号
の
一

定
の
日
の
一
月
前
ま

で
に
公
告
し
、
又
は

－３００－




